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令和６年３月森町議会定例会会議録

１ 招 集 日 時 令和６年３月７日（木） 午前９時３０分

２ 招 集 場 所 森町議会議事堂

３ 開会・開議 令和６年３月７日（木） 午前９時３０分

４ 応 招 議 員

１番議員 増 田 恭 子 ２番議員 清 水 健 一

３番議員 佐 藤 明 孝 ４番議員 平 川 勇

５番議員 川 岸 和 花 子 ６番議員 岡 戸 章 夫

７番議員 加 藤 久 幸 ８番議員 中 根 信 一 郎

９番議員 筋 惠 治 10番議員 中 根 幸 男

11番議員 西 田 彰 12番議員 亀 澤 進

５ 不応招議員 なし

６ 出 席 議 員 応招議員に同じ

７ 欠 席 議 員 なし

８ 地方自治法第121条の規定に基づき議場に出席した者の職氏名

町 長 太 田 康 雄 副 町 長 村 松 弘

教 育 長 野 口 和 英 総 務 課 長 平 田 章 浩

防 災 監 小 澤 幸 廣 企画財政課長 佐 藤 嘉 彦

税 務 課 長 鳥 居 孝 文 住民生活課長 鈴 木 知 寿
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福 祉 課 長 小 澤 貴 代 美 健康こども課長 朝 比 奈 礼 子

産 業 課 長 長 野 了 建 設 課 長 岡 本 教 夫

定住推進課長 森 下 友 幸 上下水道課長 鈴 木 孝 佳

会 計 課 長 古 川 敏 勝 学校教育課長 塩 澤 由 記 弥

社会教育課長 三 澤 由 紀 子 病院事務局長 朝 比 奈 直 之

９ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

議会事務局長 内 藤 豊 久 議 会 書 記 尾 上 久 美 子

10 会議に付した事件

議案第 ４号 第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について

議案第 ５号 第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について

議案第 ６号 森町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

について

議案第 ７号 森町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例について

議案第 ８号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例について

議案第 ９号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例について

議案第１０号 森町防災減災対策基金条例について

議案第１１号 森町消防団条例の一部を改正する条例について

議案第１２号 森町介護保険条例の一部を改正する条例について

議案第１３号 森町営住宅管理条例の一部を改正する条例について

議案第１４号 森町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

議案第１５号 森町簡易水道給水条例の一部を改正する条例について
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議案第１６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

議案第１７号 公立森町病院職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例について

議案第１８号 令和５年度森町一般会計補正予算（第１２号）

議案第１９号 令和５年度森町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案第２０号 令和５年度森町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案第２１号 令和５年度森町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

議案第２２号 令和５年度森町病院事業会計補正予算（第３号）

議案第２３号 財産の取得について

議案第２４号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

議案第２５号 東遠学園組合の共同処理する事務の変更及び東遠学園組合

規約の変更について

議案第２６号 公の施設の指定管理者の指定について（森町吉川キャンプ

場）

議案第２７号 公の施設の指定管理者の指定について（森町天方宿泊施設）

議案第２８号 森町道路線の認定について

議案第２９号 令和６年度森町一般会計予算

議案第３０号 令和６年度森町国民健康保険特別会計予算

議案第３１号 令和６年度森町後期高齢者医療特別会計予算

議案第３２号 令和６年度森町介護保険特別会計予算

議案第３３号 令和６年度森町大久保簡易水道事業特別会計予算

議案第３４号 令和６年度森町三倉簡易水道事業特別会計予算

議案第３５号 令和６年度森町大河内簡易水道事業特別会計予算

議案第３６号 令和６年度森町水道事業会計予算

議案第３７号 令和６年度森町公共下水道事業会計予算

議案第３８号 令和６年度森町病院事業会計予算

請願第 １号 「パレスチナ自治区ガザ地区の即時停戦と人道支援を国に

求める意見書の提出」を求める請願

陳情第 １号 「フリースクール等を利用する子ども達に対する支援を国
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に求める意見書」の提出を求める陳情

＜議事の経過＞

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）出席議員が定足数に達しておりますので、

これから本日の会議を開きます。

議員の皆さまに申し上げます。

本日は、質疑内容が多くなると想定されますので、質問の際に

は、ページ数及び款項目をしっかり述べたうえで、簡潔明瞭な質

問に心がけていただくようお願いを申し上げます。

日程第１、議案第４号「第１号会計年度任用職員の報酬、期末

手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」

から日程第３、議案第６号「森町職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例について」まで議案３件を一括議題としま

す。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

10番、中根幸男君。

10番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）10番、中根幸男です。

議案第４号、「第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」、質問を

させていただきます。

今回の改正は、期末手当を1.2月から1.225月に引き上げるとと

もに、新たに勤勉手当を設けて、1.025月を支給するものであり

ますが、この勤勉手当、人事評価については、どのような方法で

行う予定であるか伺います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。
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中根幸男議員の質問にお答えをさせていただきます。

第１号会計年度職員の人事評価につきましては、会計年度任用

職員の制度を導入しました令和２年度から実施をしております。

しかし、今回の勤勉手当への反映を考えますと、現在の人事評

価については課題があると認識をしております。

具体的に申し上げますと、勤勉手当については６月・12月の年

２回支給をするわけですけども、その度に人事評価をするという

ことが基本と考えますので、評価を年２回実施が必要であると、

現在の人事評価については、年１回の評価となっている点。

第１号会計年度任用職員の業務内容を見ますと、事務補助とい

うことでございまして、国が言っております人事評価になじみに

くい点があるということで、本町としましても、ここについて近

隣市町にそれぞれ意見、相談をさせていただいております。

近隣市町におきましても、この勤勉手当に評価を反映するとい

うことは難しいと考えております。

本町としましては、人事評価を勤勉手当に反映する方法を検討

もしておりますけども、勤勉手当の支給を反映させるのは、令和

６年度には難しいと考えております。

ただし、法の趣旨から考えまして、人事評価の反映を一律標準

としてでも、勤勉手当については支給すべきと考えておりますの

で、勤勉手当については、令和６年から一律標準ということで支

給をしていきたいと考えております。

人事評価の反映につきましては、近隣市町の状況を踏まえつつ

検討していきたいと考えております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）10番、中根幸男君。

10番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）条例の第８条の２第１項の関係ですが、

これは６か月以上の任用期間と、６か月未満の任用期間が定めら

れております。

基準日が６月１日の場合、会計年度任用職員については、ほぼ

大半が継続されて任用されると思います。
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そうしますと、６月１日の場合には、６か月以上としてカウン

トされるのかどうか。

その辺の解釈をお聞きしたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）会計年度につきましては、単年度の任用

となっておりますので、毎年４月１日から任用しているというこ

とであります。

この６月支給につきましては、前年度から継続して勤務してい

る人は前年度分を反映をしますけども、新たに４月１日採用にな

った人については、６か月に満たないという勤勉手当を支給する

という形になります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）10番、中根幸男君。

10番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）会計年度任用職員に支給されます本年度

創設された勤勉手当への総額は、予算書の給与費明細書に記載が

ありますけれども、132人分で22,835千円という解釈でよろしい

かどうか。

その点だけ最後に伺います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

中根幸男議員の再質問にお答えをさせていただきます。

一般会計の予算の220ページにございます22,835千円というこ

とで、勤勉手当については、この金額になります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）川岸です。

今のところで132人ということですが、昨年の会計年度任用職員

は190人おられたところを、外部の委託にするということで減っ

たと思うのですけれども、今、22,835千円という金額ですが、10

0分の102.5にしてはすごい結構金額が大きいなと思うのですけ

ど、一人当たりどれぐらいの金額が増えるのかなと。
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パパッと計算できないのですけど、こういうものは人によって

は違うとは思うのですが、どれぐらいの額が勤勉手当として増え

るのでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）川岸議員、それは当初予算にもあるので、

条例そのものとは少し違うかなと思いますけれども。

平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

川岸議員の質問にお答えをさせていただきます。

この条例では、令和６年４月１日から会計年度の勤勉手当につ

いて支給をするということでございます。

５号議案で載っています第２号の会計年度については、本町に

はいませんので、こちらに書いてある金額については、議案第４

号の第１号会計年度任用職員のみに該当します。

先ほど中根議員の質問でお答えをさせていただきましたけど

も、勤務月数によって支給の割合が変わってきますので、単純に

平均をさせていただきますと、年間17万3,000円弱というような

金額になります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）私も知らないことが多くてなのですけれ

ども、例えば４月に入った人でも、勤勉手当は６月には支給され

るということでやっておられるのでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

川岸議員の再質問にお答えをさせていただきます。

４月に入職したとしても、６月１日に在籍していますと、勤勉

手当は支給をさせていただきます。

ただ、勤務月数によって支給割合が違ってくるというものでご

ざいます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）
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議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第４、議案第７号「森町一般職の職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）それでは、議案第７号、一般職員の特殊

勤務手当に関して質問させていただきます。

まず、この金額の500円というものですが、これは現在の金銭

感覚からすると、かなり安いのではないかなというようにも感じ

ます。

また、当局としては、この500円を支給する特殊勤務というも

のは、どのような勤務があたるのか。

また、想定されているのかというところをお聞きしたいという

点。

そして、議案第７号の新旧の比較表を御覧になっていただきた

いと思います。

一番下に区分として、不快な業務に従事する職員と記載されて

おります。

あと種類を見てみますと、行旅病人及び行旅死亡人の取扱作業

等となっておりますが、こういった怪我をされた者とか亡くなら

れた者、こういった者をいわゆる仕事としてあたるについて、不

快な業務という言葉で指すのは、私自身ちょっと違和感を感じま

す。

この不快という言葉そのものは、例えば国とか県から既に示さ

れてきた言葉なのか、それとも当局がこのような区分として名称

をつけたのか、その点をお聞きしたいということです。

ちなみに2023年度行旅死亡人は、全国で約600人から700人ぐら

い計上報告されているという統計も出されております。
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これは本当の一例ですが、この今お話した日額500円というお

金を決められた背景、それと特殊勤務というものを、当局はどの

ように想定されているのか。

それと三つ目が、この不快な業務云々、この点についての解釈

といったところをお聞きしたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

佐藤議員の質問にお答えをさせていただきます。

特殊勤務手当につきましては、区分として、保健衛生業務、徴

税事務従事、不快な業務、危険な業務ということで四つに区分を

されております。

保健衛生業務につきましては、感染症の防疫作業、精神障害者

収容作業、家畜伝染病予防作業、不要犬捕獲作業が、保健衛生作

業の業務に該当しております。

徴税事務従事の業務につきましては、税務調査及び滞納整理取扱

い、滞納処分及び犯則事件取扱手当が該当します。

それから不快な業務につきましては、行旅病人及び行旅死亡人

取扱作業、それから犬猫等死体の取扱作業というようなものにな

っております。

あと危険な業務ということで、今回改正で盛り込んでおります

災害応急作業等手当が、これに該当するものでございます。

金額につきましては、作業によって１回300円から3,000円とい

うことで、内容によって幅がございます。

今回の改正に挙げさせていただいております災害応急手当等に

つきましては、１日につき500円ということで上げさせていただ

いているものでございます。

行旅病人、行旅死亡人というものが、不快な業務に従事すると

いう表現はどうかというようなことでございます。

これについては、今回の改正でということではなく、以前から

この表現で適正であるということで判断して、継続して使用して
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いるものでございます。

今回の災害応急作業等手当の1日500円につきましては、既にこ

ういった手当がある市町が県にございまして、そちらの平均を見

ますと、ほぼ500円であったということ、および隣であります袋

井市が１日500円であるということで、本町におきましても500円

ということで上程をさせていただいているものでございます。以

上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）大体平均すると、近隣市町も500円とい

うところで収まっているから、森町も500円という形で落ち着い

たというようなお答えでした。

でも内容的なものをいろいろ聞いてみますと、かなり本当に特

殊な勤務と言われるような勤務だと思います。

実際に携わる人から見ると、これで500円というように言われ

てしまいますと、はたして業務として、まさに誇りを持ってでき

る仕事かどうかという点からしますと、なかなか難しいところが

あるのじゃないかなと、率直な意見としては、もう少し近隣市町

とは違うような形で手当を想定されてもいいかなという感じもし

ました。

そして、不快な業務云々につきましては、以前からこういった

言葉が使われているから、今現在も使っているということです。

やはり不快という言葉を聞きますと、例えば旅先で亡くなられ

た御遺族等が、この不快な業務というこのような区分だよ、なん

てことは全然知るすべもないとは思いますけれども、やはり行政

として、こういった仕事につきましては、この不快という言葉を、

例えば不足とか不慮とか一文字変えるだけで、もう少し柔らかみ

のあるそれらしい仕事だというようにも取りそうな感じもいたし

ます。

よかったら、この不快という言葉を変えられる要素があるなら

ば、また、当局として考えるところがあるならば、ぜひ言葉も変
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えていただければと、このようにも感じる次第でございます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

佐藤議員の再質問にお答えをさせていただきます。

こちらの表現につきましては、私の先ほどの答弁が言葉足らず

だったかもしれないですけども、国の準則に則って書かさせてい

ただいているものでございまして、本町において独特の表現をし

ているというものではございません。

また、金額につきましては、こちらの特殊勤務手当につきまし

ては、先ほども言ったとおり、内容によって300円から3,000円と

いう間で設定をされているものでございます。

また、今回の追加であげます災害応急作業等の手当については、

１日500円というもので、内容によって金額が違うということで

御理解をお願いをしたい。

この手当につきましては、基本的に給料が払われている中での

プラスアルファの手当でありますので、何もなしでこの500円だ

けが払われるということじゃなくて、基本的には給料があるとい

うことも御承知おきをいただきたい。

あと基本的に給与手当につきましては、他自治体との均衡を図

る必要もございますので、近隣市町を見ながら設定をさせていた

だきます。

近隣市町が上げれば、本町としましても検討をして、上げると

いうようなことをさせていただきたいと思っております。以上で

す。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

２番、清水健一君。

２番議員 （ 清 水 健 一 君 ）清水でございます。

先ほどの佐藤議員の質問と同じことになりますけども、まず条

例を見たときに、重大災害というものには、危険な業務というこ

とで書いてあるのですけど、その基準というのはどこにあるのか
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ということ、それと、その基準に該当しているか該当していない

かというのは、誰が決めるのかということ、それから、例えばそ

の業務自体は該当していない業務だということで机上で決めて、

それで現地に行ったら、実はすごく危険なところの調査だったと

かということになれば、そのようなときの対応というのは、どの

ように危険というものを認めてあるのかということをお伺いしま

す。

それから、先ほど言った500円については、基本的に300円から

3,000円の間で特殊勤務手当がある中で、また、その日に勤務さ

れた人についてはプラス500円ということだと理解をしたので、

それはオッケーでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

今回の改正の特殊勤務手当につきまして、区分とすると危険な

業務に従事する職員で、種類とすると災害応急作業等手当という

ような形になります。

この災害応急作業等手当につきましては、町内で発生した災害

で業務したときも手当が出ますし、具体的に言いますと、令和６

年１月１日発災のありました能登半島地震に派遣して業務をした

ときにも、手当が出るというものでございます。

具体的にこの災害応急作業手当の災害の規模につきましては、

現在、災害対策基本法第23条第１項、また第23条の２第１項にあ

ります、県の災害対策本部又は町の災害対策本部が設置された場

合の応急作業が対象というようなことで考えております。

業務の内容につきましては、今言いました災害対策本部が設置

されて、その業務として応急作業をした場合には支出をさせてい

ただくということでございます。

当初から実際に現場で判断をしまして、応急作業という手当に

該当するかどうか判断しながら、支払いをしていきたいと考えて

おります。以上です。
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議 長 （ 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。

２番議員 （ 清 水 健 一 君 ）了解しました。

確認ですけども、そうすると災害対策本部が設置されるような

災害だということと、とは言うものの、現場の中で判断をしてい

くということを今御答弁された。

そうすると、そういう現地のところに赴くときには、判断ので

きる人も同行していく、一緒に仕事をするのだろうけども、そう

いうことが常に行われるという解釈でよろしいでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

清水議員の再質問にお答えをさせていただきます。

災害が発生して応急作業でございますので、それが危険手当に

該当するかどうか判断する職員が別途行くというようなことでは

なく、行った職員でもって判断をしていただくという形になろう

かと思います。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。

２番議員 （ 清 水 健 一 君 ）了解しました。

そのときの現地で作業された人、それにあたった者の判断とか

報告で支給されるという解釈でよろしいでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

清水議員の再質問にお答えをさせていただきます。

私が先ほど現場で判断をするというようなこともあるというよ

うなことで答弁をさせていただきましたけども、そちらについて

は訂正をさせていただきます。

災害対策本部が設置をされておりますので、災害対策本部が指

示した業務に従事するということになりますので、その作業につ

いては、もう事前に指示のもとで作業しますので、災害応急作業

手当というものが支給されるということでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。
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５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）令和６年１月１日からこの対応するとい

うことですけども、今回の能登半島地震で職員が派遣されたと思

うのですが、これにあたる職員が何人ぐらい行かれたのか。

そこをお聞きします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

川岸議員の質問にお答えをさせていただきます。

具体的に令和６年発生の能登半島地震でこの手当の対象になる

職員は、実績として水道の業務で派遣をした８人、それから今後

は水道の業務で４人の職員を予定をしているのと、あと保健師の

派遣を予定しておりますので、そちらの職員にも手当を支給をす

るという予定でいます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）病院から看護師が一人行かれたという職

員は、対象にはならないですか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

こちらにつきましては、一般職の職員の特殊勤務手当の条例に

あたりますので、病院の職員にこちらから手当をするという支給

をするということはございません。

今回の議案の第17号に、公立森町病院の特殊勤務手当に関する

条例の一部を改正する条例についてというものがありますので、

支給については、該当すれば病院がこちらの条例でもって支給を

するという改正になっております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

８番、中根信一郎君。

８番議員 （ 中根信一郎 君 ）８番、中根信一郎です。

参考にお伺いしますが、犬猫等死体の取扱作業の手当が１体につ

き300円ということで、現実的に家畜等の大きさが違うなども現
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実あるかとは思いますが、分別がこれとは別の扱いになるのか、

これと同じような扱いになるのか。

それだけお伺いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）中根議員に申し上げますが、今回の条例

の範囲の中に、その区分けは入っていない、この内容には含まれ

ていないと思います。

他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第５、議案第８号「機構改革に伴う関係条例の整備に関す

る条例について」を議題とします。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）それでは、議案第８号機構改革に伴う整

備に関する条例について、質問させていただきます。

内容を見ますと、森町防災会議条例、森町国民保護協議会、あま

り聞き慣れないような会の名前がありますが、この中でこの国民

保護協議会とはどういったものなのか。

そして、この協議会の構成員、構成員の任期、今まで会議等が

開催された実績といったものをお聞きしたいと思います。

それと、課の増加に併せて委員を19人から20人以内に改めるとい

うこともお示されています。

こういったところを当局からお聞きしたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）佐藤議員に申し上げます。

この条例は機構に伴う関係の整備に対する条例でありますか

ら、その内容そのものとは、この条例は関わっていないと思いま

す。

この条例が制定された経緯であるとかそういったものなら質問
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できるかなと思います。

３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）それでは、委員の数を19人から20人に改

めるということですが、これにつきましては、今までの人数であ

りましたならば19人以内という形だったのですが、これだったら

足りなかったのか。

それとも、この増員に合わせて、ただ一人増やそうとしたのか。

この点についてだけお聞きしたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤防災監。

防 災 監 （ 小 澤 幸 廣 君 ）防災監です。

佐藤議員の御質問にお答えします。

委員の数についての御質問でございます。

まず、この経緯といたしましては、機構改革に伴いまして、令

和６年度より町の総合センターの所管が、総務課から新設されま

す財政課に移行されるということから、指定避難所の管理に関わ

る所管課を新たに任命するにあたり、委員の人数の規定を改める

ものでございます。

今まで19人ということでございまして、これにつきましては、

国民保護協議会委員が国民保護協議会条例に規定をされておりま

す。

どのような人員が国民保護協議会の委員になるということにつ

きましては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律というものがございます。

これの第40条に、「その市町村協議会は会長及び委員をもって

組織する。」ということで、その４項に、それぞれ区域を管轄す

る指定地方行政機関の職員であるとか、自衛隊に所属する者であ

るとか、市町村の属する都道府県の職員とか、このような規定が

ありますので、それに基づいて委員を選考しているということで

ございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）３番、佐藤明孝君。
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３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）つまり、いわゆる諸外国等からの武力攻

撃等に関して、それに対応するがための国民保護協議会であるよ

というような解釈でいいですよね。

その確認をお願いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤防災監。

防 災 監 （ 小 澤 幸 廣 君 ）防災監です。

佐藤議員の御質問にお答えします。

この条例につきましては、武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置に関する法律ということでございまして、今、佐藤

議員がおっしゃったとおり、外国からの武力攻撃、また、大規模

テロに備えるための国民保護の対応ということで、この協議会が

設立をされているということでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第６、議案第９号「指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例について」を議題とします。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）川岸です。

議案第９号ですけれども、こちらの条例の改正には、たくさん

の介護事業者の種類が出てきております。

今、私が見た限りでは、16種類ぐらい出てきているのですけれ

ども、この全種類の事業者が森町の事業者に当てはまっているの

かということと、特に夜間対応型訪問介護事業者がおられるのか

ということを思いますので、巡回随時対応型訪問の介護看護事業

所、また夜間対応型訪問介護事業所というのが、具体的にどこに
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なるのかということを教えていただきたいこと。

それと、管理上に支障がない場合は、同一敷地内にある事業者

も同様に業務に従事することができるということで、今まではこ

うなっていなかったということで、苦労されているというか不便

だったのだろうと思うのですが、これも森町の事業者で、この条

例が改正されることで改善されるというか、便利になるというこ

とになるのでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤福祉課長。

福祉課長 （ 小澤貴代美 君 ）福祉課長です。

ただいまの川岸議員の御質問にお答えします。

まず１問目ですけども、夜間の対応ができるところということ

の事業者についてですけども、現在の森町の中では、夜間訪問に

ついては確認ができておりませんので、こちらについては対応が

されていないと認識しております。

そして２問目の管理者の兼務に関する改正のところについて、

敷地内のみから、他の施設についても支障がなければ、他の業務

について兼務ができるようになる中で、これを活用できる事業者

があるかというところですが、例えば愛光園さんなどについては、

やはりいくつかの業務を持っておりますので、単に敷地内だけと

なりますと、系列のところの人員が減ったとき等に兼務で行くこ

とができなかったり、中川にありますシルバーハウスさんですけ

ども、そちらも同一敷地内だけですと、どうしても手薄になった

ときに兼務ができないというようなところがありました。

この改正によりまして、管理者については、そういった関連の

施設へ行くということができるようになりまして、大変業務効率

が上がるということで確認ができております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）この介護とか看護とかの事業所というの

は、お年寄りの急変等もあるので大変なお仕事だなと思うのです

けども、協力医療機関というのはおそらく森町病院かと思います
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が、森町病院の他に、他の病院で提携しているとかという医療機

関があるのかという点。

それと、そういう急変があったときに、その方の応答、デジタ

ルデータというか、そういう何か共有するソフトみたいなものが

存在するのかお聞きします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）川岸議員。

条例の内容にその関係機関というか、病院とか、この改正内容

に入っていないと思いますけど。

小澤福祉課長。

福祉課長 （ 小澤貴代美 君 ）福祉課長です。

川岸議員の二番目の御質問にお答えいたします。

協力機関についてですが、今回の改正では、常時連携ができる

協力機関について、いろいろな条件を定め、常に医療的なバック

アップが取れるようにということで示されているところです。

この医療機関の種類につきまして、いくつの病院さんとか医療

機関がこれに当てはまるかということについては、今のところこ

ちらでは把握できておりません。

そして、いろいろな情報を共有できるソフトについてですが、

県が設定しているシステムがございまして、それを共有できる範

囲であれば情報の共有が可能かなと思いますが、そういった場合

に福祉課にあります地域包括支援センターが、やはり活躍いたし

まして、情報のハブ機能をさせていただいているかなと思ってお

ります。

そして、先ほどの御質問の中で、管理者が兼務することができ

る部分について、事務の効率化もありということで申し上げたの

ですけども、今回の改正の趣旨のところでは、介護人材の不足が

懸念されているところ、やはりそこの確保が一番の目的でこのよ

うな改正がされましたので、訂正をさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。
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５番議員 （ 川岸和花子 君 ）分かりやすくありがとうございます。

最後の質問ですけれども、身体的拘束についての措置について

も触れられております。

世の中では虐待みたいな話も増えてきている中で、いろいろな

意味も含めてこの条例の追加というものがあると思います。

また、これを見れば、介護される人も大変だなと、悪意がなく

ても、虐待と取られるような拘束をしなければならない状態とい

うのは大変だなと想像するのですけれども、こういう規定がある

ことで、きちんとその理由を残していく、努力する、そのように

言い残していかなければならないという決まりの改正だと思いま

す。

例えば森町でこういう身体的拘束で、何かトラブル等があった

とかという報告が何かあるかどうか伺います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤福祉課長。

福祉課長 （ 小澤貴代美 君 ）福祉課長です。

川岸議員の三番目の御質問にお答えいたします。

町内でこういった身体拘束に係るトラブルのようなものについ

ては、今のところ把握はしておりません。

介護される側がやはり認知等があって、いろいろな処置等の命

に関わるところが、例えばその器具等を抜いてしまったりとかい

うことがありますので、その人の命を守るために、御家族等に御

理解をいただきながらやることありますが、そういったことを経

て、トラブルになったということは、今のところ把握しておりま

せん。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第７、議案第10号「森町防災減災対策基金条例について」

を議題とします。

本議案は、委員会付託する予定はございません。
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質疑・討論・採決を一連で行います。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）議案第10号の減災対策基金条例について、

確認の意味で質問させていただきます。

森町の防災減災対策基金を新たに設置するということで、以前

ありました緊急地震対策基金条例の廃止となっていますけれど

も、この基金条例の廃止は、この基金としての残額が８万円ほど

あったと思いますが、それは新しく設置される対策基金へ当然積

み立てをされるのか。

また、この対策基金を新たに設置するというその背景について

は、どういった考えでこの新たな基金設置されるのか。

それをお聞きしたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。

課 長 ただいまの佐藤議員の一つ目の御質問にお答えをいたします。

御指摘のとおり、基金の残がございますので、それにつきまし

ては、これは現行の基金というのを廃止をするということでござ

いますので、それを新たな防災減災対策基金へ積み直すというこ

とで考えているというところでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤防災監。

防 災 監 （ 小 澤 幸 廣 君 ）防災監です。

佐藤議員の二つ目の御質問にお答えします。

この条例の制定に至った経緯についての御質問でございます。

まず、昨年12月に浜松市中区に本店がございます「はましんリ

ース株式会社」から、会社の創立40周年記念事業としまして、関

係自治体の浜松市、湖西市、袋井市、掛川市、菊川市、森町の５

市１町に対しまして、地域貢献において防災関係を目的とした寄

付の申し出がございました。
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森町につきましては50万円ということで寄附を受けるため、こ

の基金条例の制定に至ったということでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤防災監。

防 災 監 （ 小 澤 幸 廣 君 ）防災監です。

ただいまの答弁に不足がございましたので、追加して答弁をさ

せていただきます。

この森町防災減災対策基金条例の設置の前に、森町緊急地震対

策基金条例というものがありまして、それの廃止に至った経緯で

ございます。

まず、この緊急地震対策基金条例というものにつきましては、

巨大地震に備えた緊急地震津波対策交付金という県の補助金の制

度が変更になりました。

元々補助金というものがありまして、それから交付金へと制度

が変更になったときに、県から３年分が一括交付をされまして、

一度基金に積み立てて地震対策事業に充当するという目的で、こ

の緊急地震対策基金条例というのが設立されました。

この目的としましては、主に地震対策ということで設立された

条例でございますので、今回、森町防災減災対策基金ということ

で、地震に限らず風水害等についても、他の災害についても、こ

の対策の基金ということで設置をして、有効活用を図るために設

置をするということでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）背景も、今お聞きいたしました。

名称は変わりましたけれども、新しく設置される対策基金にも、

当然地震の対応についての関係も含んでいるということで解釈で

きましたから、これで結構です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

これから討論を行います。
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討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第10号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願いま

す。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）起立全員です。

したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。

ここでしばらく休憩します。

（ 午前１０時３０分 ～ 午前１０時４０分 休憩 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。

日程第８、議案第11号「森町消防団条例の一部を改正する条例

について」を議題とします。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

８番、中根信一郎君。

８番議員 （ 中根信一郎 君 ）消防団の報酬に関して、団員が1,000円

でラッパ手が1,200円から、両方とも2,000円に改めるということ

かと思います。

ラッパ手は従来200円アップというような形で扱われていたも

のを、今度同一にするというような何か理由があるのかどうか。

その辺をお伺いをしたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤防災監。

防 災 監 （ 小 澤 幸 廣 君 ）防災監です。

中根信一郎議員の御質問にお答えします。

今回の改正で、ラッパ手についての出動報酬が1,200円から2,0

00円と改正されることについての御質問でございます。

この今回の改正につきましては、災害以外の出動に関する報酬
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ということでございます。

これにつきましては、今まで年額報酬であるとか、災害時の出

動報酬であるとか、消防団の処遇改善について、改正をさせてい

ただいていただいているところでございます。

今回、災害以外の出動ということで、これについて消防庁から

の通知によりますと、災害以外の出動については、市町村におい

て、出動の対応や業務の負荷、活動時間等を勘案し定めるという

ことでございまして、一律に基準額いくらということではなく、

それぞれの市町村において適正な金額を定めるということになっ

ております。

その中で今回、ラッパ手と団員訓練等を同じ同額とした経緯と

いうことでございますが、内容については、ほぼ倍額に増額とい

うことで、それぞれここは内容的に差をつけずに、検討の結果、

増額をするということで、この金額に定めさせていただいたとい

うことでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）８番、中根信一郎君。

８番議員 （ 中根信一郎 君 ）森町で統一した報酬ということかと思い

ます。

ラッパ手については、本団付けといいますか、本部の団員とい

う扱いに今までなっていたかと思います。

今回、報酬は同じになったとはいえ、そういった扱いは、従来

どおりということなのか。

また、実際の報酬の支払いについては、本団からラッパ手の場

合、個人に支払われていくのか。

それとも分団に支払いというか、部に入る場合もあるかもしれ

ませんが、その辺どういう形で取り扱いをしていくのかお伺いを

します。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤防災監。

防 災 監 （ 小 澤 幸 廣 君 ）防災監です。

中根信一郎議員の御質問にお答えします。
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このラッパ手についての扱いと支払いについてでございます。

場所については、本団扱いということで今までと変わりはござい

ません。

報酬の支払いについてですが、先ほど申しました年額報酬又は

災害時の出動報酬につきましては、個人払いということで改正を

させていただいているところでございますが、今回は災害以外の

出動についても、この改正に伴いまして、個人払いということで、

個人の口座へ支払うということにさせていただきます。

これにより、消防団の出動報酬につきましては、全て個人に支

払われるということになります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）こちらの条例は、森町消防団の女性消防

団員にも適用されるかどうか確認します。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤防災監。

防 災 監 （ 小 澤 幸 廣 君 ）川岸議員の御質問にお答えします。

女性消防団員にこの報酬が適用されるかということでございま

すが、女性消防団員につきましては、令和６年度から新たに新設

し、活動していただくということになっております。

女性消防団員につきましても、当然同じ金額で支払われるとい

うことでございます。

女性消防団員でございますが、今、中身を検討しているところ

でございます。

今後、また新しくどうするかということも考えているところで

ございますが、今のところは分団に所属ということでございます。

活動については、本部付けということで主にはＳＮＳであった

り、インスタグラムであったり、消防団の活動についての消防団

のＰＲということの活動をまずはしていただくということです。

内容的には、また今後話し合われていくと思いますが、スター

トは当面そのような内容ということでございます。
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金額については、他の団員と同じ金額でということでございま

す。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第９、議案第12号「森町介護保険条例の一部を改正する条

例について」を議題とします。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

２番、清水健一君。

２番議員 （ 清 水 健 一 君 ）清水でございます。

今回の条例改定で、今までの９階層から13階層にするというこ

とを説明いただきました。

そして、自分の知識がまだ低いのかもしれませんけど、まだ理

解できないところがあるので、現状に合わせた条例改定とは思い

ますけども、背景も含めてもう一度説明いただけませんか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤福祉課長。

福祉課長 （ 小澤貴代美 君 ）福祉課長です。

ただいまの清水議員の御質問にお答えいたします。

今回は、３年に一度行われる国の報酬改定に合わせて、国でも

この保険料の設定について、新たな段階の細分化を示してまいり

ましたので、それに基づいて、国の規定に基づいた改正をさせて

いただきたいというところでございます。

今回、今まで９段階だったものが13段階になるというところに

ついては、大変所得が低く御負担の厳しい人には、更に負担の軽

減措置がされ、所得が多くて御負担をもう少しお願いできるよう

な人については、最終的に９段階のところに皆さんが集まってい

たところ、それぞれの所得に応じた段階を設定させていただき、

広く負担をお願いするという形になっております。



- 27 -

全員協議会でも御説明させていただいた内容ではございます

が、介護保険の保険料につきましては、予算につきましては、１

号被保険者からいただく保険料だけで賄っているわけではなく、

広く全ての世代の皆さんからの御負担をいただきながら、運営が

されているところでございます。

その中で、国が示しているこの９段階から13段階への変更、併

せて基準額からそれぞれの段階別に乗じる割合についても、国の

基準に沿って設定をさせていただいております。

それに基づく変更が、今回の条例の改正になります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）その９段階から13段階に増やされること

で、全体の収入見込みが減るとか上がるとかということはないの

でしょうか。

特に低い所得の人は、軽減措置として公費が入るというところ

がありますので、そういうところがどうなのかなと思いました。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤福祉課長。

福祉課長 （ 小澤貴代美 君 ）福祉課長です。

川岸議員の御質問にお答えいたします。

今回、徴収の段階を９段階から13段階に増やした中で、低くな

る人もいらっしゃれば多くなる人もいらっしゃいます。

また、この対象となる１号の被保険者の人口が増えるというと

ころもございますし、それぞれの負担割合に応じていただける国

や県の負担のものもございます。

その中ではありますが、保険料については、人口が増えるとい

うところも一端として、今回は増額が見込まれるとは見ておりま

す。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）この介護保険の事業の３年を一括りとし

て、これから第９期が始まるわけですけれども、その事業予定の
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説明の中で、介護保険給付準備基金の取崩しが80,000千円も含め

ての予定だったのですけれども、この介護保険給付準備基金とい

うのは、今までの第８期の貯まったものなのか。

それとも、これからの３年間で基金として積み立てていって、

およそ80,000千円だろうというところなのか、この全体の仕組み

として、どのような位置づけなのかをお伺いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤福祉課長。

福祉課長 （ 小澤貴代美 君 ）ただいまの川岸議員の二番目の御質問に

お答えいたします。

介護保険事業そのものが限定的な財源をもとに運営しておりま

すので、こういった基金を設定しているわけではございません。

この基金でございますが、第８期だけのものではなく、ここま

で積み立ててきたものの中から、今回の保険料の改定にあたり、

皆さんに等しく御負担をお願いする中で、検討の結果、取り崩し

を80,000千円と決定をさせていただいたところです。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）この令和６年４月１日からということで、

この基準額というか、保険料が確定する基準になるときは、やは

り７月１日とかそういう基準で決まっていくのでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤福祉課長。

福祉課長 （ 小澤貴代美 君 ）川岸議員の御質問にお答えいたします。

令和６年度の当初は、暫定的に仮に算定をさせていただいたも

のから決定をさせていただき、後に所得税等が確定したところで、

そこの調整をさせていただいて、徴収をかけさせていただくよう

な運びになっております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第10、議案第13号「森町営住宅管理条例の一部を改正する

条例について」を議題とします。
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本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

４番、平川勇君。

４番議員 （ 平 川 勇 君 ）平川です。

この改正案を見ますと、子育て世代に対して収入、年齢の改正

がありまして、非常に町営住宅に入居しやすくなったなというこ

とで、非常にいいなと思うのですが、精神障害者の裁量階層の範

囲を見直すという項目があります。

裁量階層というと、大体六つに分かれていて、高齢者、障害者、

子育て世代、いろいろあるのですが、障害者のところで、身体障

害者を除いて精神障害だけに限定しているのですが、精神障害者

の裁量には、精神障害者の中に１級、２級、また知的障害とある

のですが、この範囲を見直すというのはどういうことでしょうか。

説明をお願いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）森下定住推進課長。

定住推進 （ 森 下 友 幸 君 ）定住推進課長です。

課 長 平川議員の御質問にお答えします。

今回の改正で、裁量階層、入居の基準で収入基準が緩和される

対象としまして、精神障害者のところを改正することになってい

ます。

今回の改正は、従前は精神障害１級又は２級だけが対象だった

のですけれども、福祉課に話をしまして、なぜ３級が抜けている

のかということで、今まで３級を抜かしていたわけですけれども、

１級、２級、３級で３級の人を異なわせる理由はあるのかという

ことを確認しましたところ、３級の人も１級、２級と同等に配慮

したほうがいいのではないかという御意見をいただきましたもの

ですから、今回、３級も含めて裁量階層とするものであります。

以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）４番、平川勇君。
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４番議員 （ 平 川 勇 君 ）２級、３級の違いがどこにあるか、ちょ

っと僕分かりませんけども、この知的障害というのは、また別と

いうことになるのですか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）森下定住推進課長。

定住推進 （ 森 下 友 幸 君 ）定住推進課長です。

課 長 平川議員の御質問にお答えします。

今まで障害者で裁量階層として見なしていた人というのが、身

体障害の１級から４級までの人、それから精神障害の１級及び２

級、それから知的障害で精神障害の１級又は２級に相当する人を

対象としておりました。

ですので今回、精神障害１級から３級までと裁量階層を拡大し

ますものですから、知的障害につきましても、それに伴って拡大

するということであります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

１番、増田恭子君。

１番議員 （ 増 田 恭 子 君 ）増田です。

この改正内容として、子育て世帯等の特に居住の安定を図る必

要があるものというものがだいぶ緩和をされるので、入居者選考

の際に優先してそこに対象になるという人が増えてくるというこ

との改正だと思います。

この条例改正の中の今までとは違う入居資格というところに対

して、特に18歳に達する年度の子供まで対象とするというものが

あります。

このことの条例が改正されたということの町民への周知は、ど

のぐらいの段階で皆さんにお知らせをすることができるのかをお

伺いしたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）森下定住推進課長。

定住推進 （ 森 下 友 幸 君 ）定住推進課長です。

課 長 増田議員の御質問にお答えします。

今回の改正案で、今までは小学生がいる家庭から、18歳までの
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子供がいる家庭まで裁量階層にするということですが、現在、３

月募集という定期の募集を行っておりますが、これは従前の基準

で募集をしております。

次回、６月募集を予定しております。

その際には、裁量階層が広がって子育て世代にも広く入居の機

会が広がるということを、広報していきたいと思います。

実際にはホームページ、回覧等で町民に告知していきたいと考

えております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）１番、増田恭子君。

１番議員 （ 増 田 恭 子 君 ）あと一点お聞きしたいのですけれども、

６月募集からということでしたので、そのときからもし応募する

人が増えた場合、今現在の町営住宅の入居の状況によって、入居

される人の件数が変わってくると思うのですけれども、今現在の

入居者数というか、町営住宅の空き具合というのがどんな感じな

のかを教えていただきたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）森下定住推進課長。

定住推進 （ 森 下 友 幸 君 ）定住推進課長です。

課 長 増田議員の御質問にお答えします。

現在の町営住宅の入居状況について、御説明申し上げます。

町内６団地121戸を管理しておりますが、そのうち現在の入居

が96戸ということです。

去年に比べてマイナス５戸ということで、若干入居率の下がっ

ております。

あと政策空き家ということで、募集予定しているところが４戸

あったりとか、災害の関係で一時入居されている人が、今２戸あ

ります。

そういったものを考慮しまして計算しますと、実質の入居率が

現在83.5パーセントということで、若干空きがあります。

ですので積極的に裁量階層を広げて、子育て世帯対象に募集を

行っても、当面、町営住宅の供給に不足するということはないと
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考えております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第11、議案第14号「森町水道事業給水条例の一部を改正す

る条例について」及び日程第12、議案第15号「森町簡易水道給水

条例の一部を改正する条例について」議案２件を一括議題としま

す。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）今回、厚生労働省から国土交通省という

ことですけども、安全安心というところで、水質の検査とかそう

いったものを、当然今と同じようにされると思いますが、国土交

通省で大丈夫なのかという気もするのですがどうでしょう。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）鈴木上下水道課長。

上下水道 （ 鈴 木 孝 佳 君 ）上下水道課長です。

課 長 西田議員の御質問についてお答えをします。

水質検査について、厚生労働省から国交省に変えておいて大丈

夫かということの御質問かと思いますけれども、水質検査につき

ましては、厚生労働省から環境省に移管することとなっておりま

す。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第13、議案第16号「一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例について」及び日程第14、議案第17号「公立森

町病院職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」議案２件を一括議題とします。
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本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）それではまず、議案第17号からお願いい

たします。

こちらについて、特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例ということで記載されております。

これにつきましては、議案第７号と同じ特殊勤務という内容と

取れますけれども、この公立病院職員の場合について、こういっ

た特殊勤務に対応する職員は、どこの部署に所属している職員か。

まずそこからお聞きしたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。

事務局長 ただいまの佐藤議員の御質問にお答えいたします。

派遣される職員はどこに所属している職員かという御質問でご

ざいますが、部署というよりもどちらかといいますと職種、今回

の改正が、診療若しくは看護又は患者に接する業務ということで、

その業務に従事した職員ということになりますので、部署による

というよりも、そういった業務に従事するということで、医師あ

るいは看護師、それからリハビリの職員とか、そういった災害現

場で避難者、それから病院に派遣される場合は、患者さんに接し

て治療や診療等の業務を行う、また看護を行うといった職員が対

象になってまいります。以上でございます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）これにつきまして、やはり議案第７号と

ちょっと被るような内容かもしれませんが、お医者さんとか看護

師さん等が、これは現場に出向いて業務に従事する若しくは現場

で判断して、必要ならば病院まで搬送するといった判断は、現場

に出向かれたその対応をするそれらの職種の職員が行うという解
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釈でよろしいでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。

事務局長 佐藤議員の再質問にお答えいたします。

今回、既に１月１日の北陸での地震に際しまして、災害支援ナ

ースとして一人、１月に５日間の派遣をしておりますが、そのタ

イミングによって、やる業務というのはもちろん変わってくるわ

けでございます。

当初は避難所において患者さんの健康管理を行うとか、それが

段階を追って、例えば仮設住宅になれば、仮設住宅において健康

管理を行うとか、その業務が変わってくるわけでございます。

そういった場合において、現地におきましては、通常、日本医

師会、あるいは日本看護協会等から派遣された現地の責任者がお

りますので、その職員の指示に従って、現場での対応を行うとい

うことになってまいります。以上でございます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）それでは、最後になります。日額500円

の支給と書いてございます。

先ほど議案第７号につきましても、300円から3,000円の範囲内

でということで、業務の内容によって金額は異なるという御答弁

でした。

この病院関係のこの特殊勤務という内容につきましても、同様

な考えでよろしいのか。

それとも、別の定めがあるのか。それを最後にお聞きしたいと

思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。

事務局長 佐藤議員の再質問にお答えいたします。

佐藤議員が申されましたように、先ほど議案第７号におきまし

て、森町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に
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ついて、上程がされました。

そことの整合を図るということで、今回、役場総務課と協議を

行いまして、職種の違いはあるわけではございますが、目的とし

ましては、災害が発生した地域、または災害の発生のおそれのあ

る箇所での業務ということで、一般職の職員と同様の応急作業等

の従事という考え方に基づきまして、同額の500円の支給と、職

員の差がないような形で支給するという形で、今回改正をするも

のでございます。

金額につきましては、先ほど総務課長からも答弁ありましたよ

うに、袋井市、あるいは掛川市、磐田市等の近隣の市町の状況も

勘案しながら、500円という金額にしたところでございます。

ただ、医療従事者につきましては、先ほども申し上げましたよ

うに、医療従事者の派遣については、先ほど言った医師、看護師

等の派遣を主に想定をしておりますが、そういった職種につきま

しては、日本医師会、あるいは日本看護協会から災害が発生した

した時点で、すぐにその協会等を通しまして、各病院に対して職

員が派遣できるかということで、直ちに要請がまいります。

そういった場合におきましては、国、あるいは県から協会に対

しまして、派遣に対する助成金みたいなものが出まして、それを

派遣された職員に報酬、旅費、あるいは宿泊費等を支払うという

形が、ほぼそういう状況になっておりますので、今回の500円の

支給の条例改正はありますが、ほぼそういった形での派遣という

ことを考えております。以上でございます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）議案第16号と17号に関わることですけれ

ども、この職員の給与に関する条例で、今まで３級だった室長、

副診療技術部長、科長、看護師長を４級にして、これは管理職へ

格上げということで４級にし、特殊勤務手当では、病院に従事し

た場合は4,000円というのをなくして、副科長、副室長、係長に3,
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000円ということですけれども、この組織体制の強化のためにと

いうことですが、こういう改正に至った経緯というか、どういう

理由でこうしようと思ったのか教えてください。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。

事務局長 ただいまの川岸議員の御質問にお答えいたします。

今回のこの改正の理由としましては、今年度、経営強化プラン

を策定中でございますが、そういったものを策定する中で、現状

として病院の経営を取り巻く状況というのは、職員の処遇待遇改

善であったり、それによる給与費、それから光熱水費や業務委託

料等の経費の増加があって、さらに収入面でも、今年、診療報酬

の改定がございますが、そういった改定でも改正の内容が抑制さ

れているという中で、病院の経営がますます厳しくなるというこ

とが、予測をされております。

当院が今後も地域で必要な医療を持続的に継続していくには、

医師、看護師など必要な人材を確保して、病院機能を維持して経

営の安定化をさせる必要がございます。

そういった取組の一つとしまして、今回、病院内の組織の強化

をし、各部署間の連携、情報共有を推進するということでござい

ます。

内容としまして、タスクシェアやタスクシフトなどの業務の効

率化により、業務負担の軽減や時間外勤務の削減など働き方改革

を推進し、各部署の適切な管理運営を行っていくということの目

的でございます。

また、安定的に必要な人材を確保していくためには、各部署で

のハラスメント防止や施設設備の適切な改修、それから職場での

働きやすい良好な勤務環境の構築、それから適切な人事評価や教

育・育成による部署の管理ということなどが求められており、部

署長の役割がますます重要となってまいります。

そういったことからマネジメント業務の負担も大きくなります
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ので、現在も自主的に部署内の業務管理は行っているわけではご

ざいますけども、各部署の職員の指導的な立場として、今回、管

理職として位置づけをするということで、各職員につきましては、

その管理職としての責任と自覚を持って取り組んでいただきたい

ということで、今回改正をするものでございます。以上でござい

ます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）ここでしばらく休憩します。

（ 午前１１時２０分 ～ 午前１１時２５分 休憩 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。

５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）先ほど経営強化プランの中での改善とい

うことで、管理職として格上げする職員を作って、その下に副科

長、副室長という人を置いて、その意識を変えていこうというこ

とだと思うのですけれども、今までと変わるということで、その

職務が変わっていくのか、ちょっと具体的なことがわかれば、副

科長、科長、室長とかの職務を私もわかりきっておりませんけれ

ども、副科長を置くことでどう変わっていくのかお聞きします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。

事務局長 ただいまの川岸議員の再質問にお答えいたします。

職務を置くことによって、どのように状況が変わっていくかと

いうことかと思われます。

現在も科長、あるいは看護師長といった職はありまして、その

職は業務として行っているわけでございますが、今までは管理職

という業務ももちろんそうですが、どちらかというと、医療従事

者としての職務に重点を置いて業務を行っていた、看護師あるい

は技師としての業務を重点に行っていただいてましたが、そのウ

ェイトを職場内の管理、マネジメントに重点を置いていただくと

いう方向で考えております。

さらに、副看護師長は現在もおりますので、新たに副科長、副
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室長の職務を設ける理由、どのようなことをやってもらうかとい

うことですが、今までも各部署の長が、研修とか病気休暇で長期

不在になるということが多々ありました。

また、近年ではコロナウイルスやインフルエンザの感染によっ

て、部署長が１週間程度不在になるというような状況も多くあっ

たわけでございます。

そういった場合の院内の業務の調整であったりというところ

が、滞るといった状況も見受けられました。

今後はそのような状況、休暇等の部署長が不在という状況が発

生した場合でも、全ての部署でその部署長、管理職を補佐し、そ

の職務を代理する職員を明確にするといったことによりまして、

トラブルなど緊急対応が必要な状況に、その服務にあたる人が円

滑に業務への対応できるようにということで、今回、新たに職を

追加し、組織体制を整備するものでございます。以上でございま

す。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

２番、清水健一君。

２番議員 （ 清 水 健 一 君 ）清水でございます。

同じく議案第17号から質問をさせていただきます。

まずこの500円というのは、危険手当と考えて良いのかという

こと。

それから二つ目に、新旧対照表を見ると、職場名、職場内でそ

の役職名がなくなった人は、多分管理職に昇格されたので対象外

になったということだと思いますが、その判断、感覚でいいので

しょうかということ。

あと令和６年１月１日から適用するということになっていま

す。

現段階でまだこれに載っている人たちは貰っているわけで、例え

ば昇格されて、これが承認されて正式に決まったとなったときに、

例えば貰った分については、どうやって返却をされるのか。
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そして管理職になったということは、金額が増えるのだろうけ

ども、その辺が分からないので教えてください。

もし僕の聞き方が間違っていたら訂正してください。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。

事務局長 ただいまの清水議員の御質問にお答えをいたします。

一点目の災害応急作業手当等の手当について、その危険な箇所

にというのは、どのようなところを想定するかという御質問でよ

ろしいでしょうか。

危険手当という読み替えよりも、どちらかといいますと、人事

院規則でもありますような、人命や財産に影響を及ぼすことを防

止するための緊急避難措置ということを目的とした派遣というこ

とで考えております。

二点目の特殊勤務手当がなくなるということで、それは管理職

手当の支給が移行するということでよろしいかという御質問かと

思われます。

先ほど申し上げました４級に位置する職員につきましては、今

まで特殊勤務手当の病院勤務手当、役職加算ということで4,000

円が支給されておりましたが、今回、４級職については、管理職

という扱いにしますので、管理職手当を支給していくということ

から、この4,000円を支給してしまいますと役職の二重支給とい

う扱いになりますので、4,000円のところは削除して、管理職手

当を支給していくということでございます。

それからもう一点の、１月１日から遡及適用するといった場合

の差額はという御質問かと思います。

この災害応急作業等手当につきましては、１月１日から適用す

るということでございまして、その他のこの役職手当の改正につ

きましては、４月１日から改正を行って、新年度から支給してい

くということでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。
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２番議員 （ 清 水 健 一 君 ）すみません、そうでしたね。

もう１回聞きたいところで、僕は危険手当と考えてよいかとい

うのは、その災害応急作業手当というものに関して、今回、500

円を支給しますということに関して、これが危険手当というよう

な形になるのかというのは、そうではないということでいいので

すか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。

事務局長 ただいまの清水議員の再質問にお答えいたします。

危険ということではなくて、災害地での応急的な作業への従事

ということで考えておりまして、その状況によっては、もちろん

地震発生時当初、余震等で危険な状況とかということは考えられ

ることとは思いますが、目的としましては、災害地での応急的な

復興支援への作業等を行うということで考えております。以上で

ございます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。

２番議員 （ 清 水 健 一 君 ）今、災害と言われましたが、僕はこの前

のコロナも災害ではなかったかなと思っています。

全国的に公益財団法人の日本看護師協会というところが、コロ

ナ時の危険手当みたいなものがあったのか、なかったかというよ

うなデータも出ておりました。

ラスパイレス指数と言いますか、要するにそういうものに比べ

れば、森町だけが特化してたくさんそうしてやりたいとはならな

いと思うので、これは仕方ないところがあるかもしれませんけど

も、将来的に考えて、危険に関することであれば、例えばそうい

うウイルスとかそういう目に見えないものたちに対抗するのは、

僕は危険ではないのかなと思いますので、またゆくゆく考えて、

今回はこれでいいと思いますけども、継続して考えていただくよ

うにしてもらえませんか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）それは質問ですか要望ですか。
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２番議員 （ 清 水 健 一 君 ）考えていきますかということで、質問で

お願いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。

事務局長 ただいまの清水議員の再質問にお答えいたします。

コロナの発生時につきましては、特殊勤務手当の中に、防疫作

業手当ということで手当をつけておりました。

国もそうですが、コロナに関して、５類に移行した段階でその

手当の支給がなくなったということで、既にその手当については

削除されているということでございます。

今後、同様に国で例えば感染症業務のように大変な業務という

ようなことで、国でそういった指定がされるようであれば、新た

に防疫作業手当という形で手当を支給していくということになる

と思いますので、その状況に応じて、また検討してまいりたいと

考えております。以上でございます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第15、議案第18号「令和５年度森町一般会計補正予算（第

12号）」を議題とします。

本議案は、委員会付託の予定はありません。

質疑・討論・採決を一連で行います。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）川岸です。

森町一般会計補正予算（第12号）の説明書の歳出の11・12ペー

ジ、３款１項１目、社会福祉総務費の障害児支援事業が、実績に

基づき13,000千円増えたということ、また、自立支援給付費も9,

460千円増えたということで、ちょっと増えているなと思ったの
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で、その増加の内容をお聞きします。

そして、同じページの３款２項１目、児童福祉総務費の森っ子

お助け隊事業は、当初予算のときに非常に良い制度だなと思った

のですが、実際はそんなに使わずになった。

例えば自分が病気とかで動けないときに、確かに誰かに家の中

に入ってもらってがつがつやられると辛いなという精神的なこと

もあるのかなと思って、その実績とその理由、また、令和６年度

も予算でついておりますので、それ以降の工夫する点とか、どう

していこうと考えておられるのかををお聞きします。

まず、その二点お願いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤福祉課長。

福祉課長 （ 小澤貴代美 君 ）福祉課長です。

川岸議員のまず一点目の民生費、３款１項１目、社会福祉総務

費での扶助費にかかる増額について、お答えさせていただきます。

ここで補正による増額をお願いしているものが、0005心身障害

児者福祉費の扶助費として、障害児支援事業で13,000千円になり

ます。

そして、0006自立支援給付費の扶助費のうち、障害福祉サービ

ス費等給付事業で6,600千円、補装具費給付費で2,860千円の増額

をお願いしているところでございます。

まず、0005心身障害児者福祉費の扶助費、障害児支援事業の13,

000千円の増額のお願いについてですが、こちらにつきましては、

実績に基づき、年間見込み額に対し、不足額を計上させていただ

いているところです。

不足の見込みの内訳といたしましては、まず相対的に当初の見

込みより放課後等デイサービスの利用児が、当初の見込みから４

人ほど増えまして、現在、60人の利用があります。

さらに、この放課後等デイサービスの利用日数が、利用する児

童によってまちまちではございますが、多くの児童が月内の日数

が数日増えているということで、総じて増額になっております。
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さらに、当初見込めなかった新規利用のケースがございました。

そのうちの一つが、児童発達支援の中で、民間の児童発達支援

を利用する児童が12月からあったこと、それから先ほども申し上

げましたが、放課後等デイサービスの利用も一人増加でございま

した。

こういったことから、当初見込めなかった放課後等デイサービ

スの利用児の増加及び内容の利用料の増加では1,190万円ほど不

足が生じております。

新規に民間の児童発達支援を利用する児童にかかる費用としま

しては71万7,000円。

それから、放課後等デイサービスを使う児童の利用料につきま

しては、38万3,000円ほど増額が見込まれております。

以上の内訳で、合計で不足分の13,000千円の増額をお願いして

いるところです。

続きまして、0006自立支援給付費のうち、扶助費の障害福祉サ

ービス費等給付事業の6,600千円についてでございます。

まず、当初見込みよりも、利用サービスの中で生活介護、それ

から短期入所、施設入所といった看護者の就労の理由とか、高齢

化により家庭での対応が難しくなってきた中で、サービス利用の

ニーズが高まった部分がございました。

その部分が576万円。

それから、当初見込めなかった新規の利用についてですが、就

労継続支援Ａ型を利用される人が、一人いらっしゃいました。

この人についての利用料が30万円ほど、それからグループホー

ム等の利用がございました。

あわせてこの人は、就労継続支援Ｂ型の利用もされております

が、こちらの利用についての増額が54万円ほど見込まれておりま

す。これらを合わせて、6,600千円の増額をお願いするものです。

最後に補装具費の給付費でございます。

こちらにつきましては、なかなか補装具費の見込みを立てるの
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は難しいところがございますが、当初見込んでいた他に高額のも

のがございました。

それらを含めて、現在、支給決定をし、おそらく補装具が障害者

のお手元に届き、これからお支払いする分としての不足分が127

万4,000円。

そして、現在まだ請求を受ける段階にはございませんが、支給

の決定を御本人に出させていただいているものがありまして、こ

れについては、請求が来れば支払いをしなければいけないという

ものです。

これについては158万5,000円ほどありますので、合わせて2,86

0千円という形になっております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈健康こども課長。

健康こども （ 朝比奈礼子 君 ）健康こども課長です。

課 長 川岸議員の二点目の御質問にお答えいたします。

11・12ページ、３款２項１目の森っ子お助け隊事業についてで

す。

これにつきましては、今年度新規事業ということで予算を上げ

ておりましたけども、当初、社会福祉協議会所属の生活支援ボラ

ンティア、これは有償ボランティアですけども、依頼をする計画

でございました。

ただ、業務のすり合わせをする中で、人員不足、それから業務

内容の了解が得られないということから、この森っ子お助け隊の

訪問支援員の確保が困難となって、業務の依頼ができなかったと

いうことです。

そのことから、訪問支援の報奨金として7,260千円、それから

旅費、保険料が不要となりまして、全体で7,916千円の減額をす

るものでございます。

実際にはこの森っ子お助け隊の事業でございますけども、今年

度そういう委託という形ができなかったので、町の職員、主に子

ども家庭支援員による家庭訪問を実施しております。
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当初、31世帯ほどを見込んでおりましたが、対象世帯の精査を

して、必要と判断しました15世帯のうち、同意が得られた５世帯

へ訪問を実施しております。

１月末までの実績としましては、５世帯、延べ33回実施してお

ります。

その内訳としましては、生活保護世帯が１世帯、それから要保

護世帯と言って、いろいろな多子世帯であったりとか、家事が不

十分な世帯であったりとかというところの４世帯の訪問をしてお

ります。

それから、来年度の令和６年度の工夫点ということでございま

すけども、また当初予算で御質問があれば説明させていただきま

すが、今のところ民間の福祉事業所等に委託を予定しているとい

うことで計画をしております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）障害児支援、扶助費はわかりました。

今の森っ子お助け隊ですけれども、印象としては対象15件中５

件ということで、回数も何回も行っていただいているのですが、

15件のうち５件しかというとあれですけれども、あとの10件は受

け入れてくれなかったということですけれども、そこら辺の心境

とか、何かその理由とかがあるのでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈健康こども課長。

健康こども （ 朝比奈礼子 君 ）健康こども課長です。

課 長 川岸議員の御質問にお答えいたします。

実際に15世帯のうち、同意が得られなかったのが10世帯となり

ますけども、こちら側が必要と判断しても、実際のその御家庭の

お母さんだったりお父さんだったりとか御家族は、それほど問題

と思っていない家庭がほとんどでございます。

この生活の中で暮らしていくところで、何かこう自分たちの中

で問題があるとか、子育てに対して悩みがあるとかというところ

が、なかなかこちら側の思いと向こう側の思いが違っているとこ
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ろがほとんどでして、そうなるとやはりこちらが訪問すると言っ

ても拒否をされるということが多くて、今回、なかなか同意が得

られなかったということになります。

ただ、そうは言っても、そのままにしておくわけにはいきませ

んので、家庭訪問はしなくとも、電話連絡であったりとか、例え

ば小学校や幼稚園、保育園からの情報提供をいただいて、その中

でどのような支援が必要かということについて検討して、何かし

らの対策をしていきたいと考えております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）森っ子お助け隊に関しては、一番困って

いる生活保護の家庭にも届いたということで、本当に細かいこと

になるとは思いますが、継続していただきたいという思いがあり

ます。

次の事業に関して質問いたします。

15・16ページ、７款１項１目、商工総務費の新型コロナウイル

ス感染症対策費の中小企業等燃料費光熱水費高騰対策支援金で

す。

これは上限10万円ということで、月10万円以上高騰している場

合に支給ということだったのですが、今回マイナス7,538千円と

いうことで、実績がそに上がっていないのではないかという印象

で、この設定は適切であったのかという、そこの所見をお伺いし

ます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。

川岸議員の御質問にお答えいたします。

７款１項１目、中小企業等燃料費光熱水費高騰対策支援金に係

る御質問でございます。

まずその実績といたしまして、支援金を出した事業所数は、26

事業所で2,462万円でございます。その差額の7,538千円の減額と

いう減額の補正予算になっております。
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それで、お尋ねの件でございます。

申請状況等を見ながら、私達もいろいろなヒアリングをしたり、

業者に話をしたりしています。

今回の支援金については、昨年度も同様な支援をさせていただ

いております。

昨年度の実績もそこまで伸びていないのですが、それを踏まえ

て、今回は昨年度が３か月だったものを４か月に延ばしています。

また、今回につきましては、水道代についても認めるというこ

とで整理させていただいております。

申請が少し煩雑な部分があったものですから、電気料等の見方

をちょっと簡易的にしたり、申請がしやすいような工夫もさせて

いただいております。

その結果、こういう形になっているわけでございます。

そこら辺をそれこそ個別に聞き取りをしたり、例えば他の市町

の調査をしたりさせていただいております。

その理由とすると、それこそ知らないのではないかというとこ

ろもございますが、周知に関しては町のホームページ、広報もり

まち、町内回覧、ちゃっとメールなどで行っている。

ちゃっとメールは６回、12月の申請月、最終の申請の締切りに

ついては、量を増やして４回。

ＬＩＮＥメッセージの配信につきましても７回で、12月は４回

行っております。

同報無線におきましても、17回行っているということとともに、

商工会の協力を得て、ダイレクトメールというのも、486事業所

に対して発送させていただいております。

そういった中で、こういった申請になったということで、いろ

いろ聞き取りを行っております。

当然私どもの中で、中小企業さんが燃料等の使い方とかそうい

ったものに関して、やはりそれぞれでありますので、どういった

企業がどういう傾向にあるのかというのを、全体を掴むのはなか
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なか難しいわけでございます。

そういった中で、令和５年度の電気代についてですけども、こ

れは私どもアクティ等も持っておりますので、その動向を直接調

べることもできますし、そういった面で電気料に関して国の施策

が効いてる部分がありまして、当然業種にもよるのですが、令和

３年に比べて、比較の部分について事業を行っているわけでござ

いますが、令和５年度の高騰は、令和３年に対する令和４年度よ

りも、そこまですごく高騰しているわけではないという事情が一

つございます。

あとはやはり実際にどこまで経営が困っているかは、なかなか

把握しづらいのですが、そのことと、あとは事業者の独自の努力

で、それへの対応を行っているといった背景もあるのかなとは思

ってはおります。

なので特に電気代の燃料費等の物価高騰の影響が、やはり国の

施策が効いている部分もあって、令和４年度よりはなかったのか

なというところがあります。

要は令和４年度のときは対象だったけども、令和５年度のとき

は対象になっていないとかという事業者も実際にございました。

他市町もスキームは違うのですが、目的は一緒で高騰対策支援

金ということで対策を打っておりまして、それぞれ聞き取りを行

っているわけでございます。

例えば袋井市に関しては、やはり袋井市についても、聞いた時

点が１月、２月でございますので、それからも増えてはいるかも

しれないですが、想定件数に対して１割も来ていないとか、浜松

市に関しても、想定件数に対して６分の１ぐらいしか来ていない。

やはりどこの市町に聞きましても、出足は非常に悪いよというこ

とでございます。

あとは額について、10万円がちょっと少ないので、みんなちょ

っと面倒な部分もあって止めているのじゃないかというところも

調べさせていただきましたが、スキームが違うので単純には比べ
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られないのですが、例えば同じ電気代で、森町の中のある業者を

ピックアップして、その業者が袋井市、浜松市で申請したらどの

程度の補助金がもらえるのかという比較もさせていただいており

ます。

それについても、袋井市、浜松市とも、私どもの10万円よりも

かなり少ない額で、袋井市だと２万弱とか、浜松市では３万円ぐ

らいなので、その10万円に対して、その10万円が魅力的ではない

かというと、当然そこは企業さんによってその事業規模、財政規

模によって違うので、いやそのぐらいはいいよという企業さんも

あるかもしれませんが、そこは当然わからない話でありますが、

自治体として打つ支援額とすると、他市町と比較しても、やっぱ

り引けを取らないとか、そんな少ない額ではなく、どちらかとい

うと多い額という結果でございました。

なかなか御案内のようにどういったところでどう困っていて、

そこにそれぞれの企業に個別にこのぐらい困った分って支援がで

きればいいのですが、そういったスキームは業種が多種でありま

すので、なかなかそこは限界があるのかなと、当時そういった意

味では、今回こういうスキームを作らせていただいて、結果を見

ると、やはり根本の電気代とか、そういった部分で国として支援

をするというのは、ある意味その効果があるのかなとは考えたと

ころでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）ここでしばらく休憩します。

（ 午後 ０時０２分 ～ 午後 １時１０分 休憩 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。

他に質疑はありませんか。

４番、平川勇君。

４番議員 （ 平 川 勇 君 ）平川です。

16ページ、７款１項３目、観光費ということで、遠州の小京都

推進費、歴史的文化建築物利活用プロデュース業務委託料という

ことで17,050千円。
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これは事業中止になったよということですが、令和５年度では

20,350千円のプロデュース業務委託料がありまして、相殺します

と330万円という金額が出てくるわけですが、この330万円はもっ

たいないと思いますが、この330万円の成果品、まずどのような

形で生産されて、どのような成果物が出てきたのか御説明願いま

す。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。

平川議員の御質問にお答えいたします。

15・16ページ、７款１項３目、観光費の中の歴史的文化的建築

物利活用プロデュース業務委託料に係る質問でございます。

どのような成果が出てきたのか、今御発言があったとおり、精

算ということで330万円の支払いをして、その差額分につきまし

て減額をさせていただいております。

まず、その中で20,350千円のうち、どのような経費を見込んで

いたかということでございます。

そのうちのプロデュース経費ということでございまして、それ

が約1,500万円ということで予定をしておりました。

その中で具体的にどういったことをやっていただいたかと申し

上げますと、契約をして、５月からプロデュース業務等を開始し

ております。

そういった中で、現況図の作成のための現地調査であるとか、

改修の設計、また、どう改修していくかと言ったことについての

打ち合わせを何回もやっております。

現場についても、現況図作成、後はどのように検討するかとい

うことで、現場にも出向いて一緒に入って、いろいろな検討をさ

せていただいております。

その中でプロデュース業務ということでございますので、そこ

を営業した後の考え方であるとか、どういったものをそこでやっ

ていくであるとかということについて、検討をしてもらっており
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ます。

そして、現況図に基づいて、大まかなこういった使い方はどう

かということを落とし込んだ平面図であるとか、立体の３Ｄの図

面であるとか、そういったものを約３パターンほど作っていただ

いたりしております。

その中で、どういったものがいいかということで一緒に検討し

て、こういう形でいこうかとか、そういった話し合いをして、成

果品として、この部屋はこう使って、こういったものを置いて、

椅子はここにおきましょうとか、サウナスペースはこの部分にお

きましょうとかということを落とし込んだもの等を、こちらでは

いただいております。

当然それだけではなくて、プロデュース経費ということでござ

いますので、企画料ということでございますので、人件費が主に

なってくるわけでございますけれども、もったいない課題ではな

いのかとかいったことかとも思います。

先ほど申し上げましたように、1,500万円のうち消費税をかけ

た1,650万円ぐらいの経費について、令和５年５月から７月まで

やっていただいたということでございます。

プロデュースについては、５月から約14か月分ぐらいをかけて

検討していただく予定でございました。

その1,650万円を14で割ると、約117万8,000円ぐらいになるわ

けでございますが、そのうちの３か月分をかけると、353万4,000

円ということでございます。

当然どの程度いろいろな企画案を検討し、それは委託先の業者

でやったかということを聞き取るとともに、そういうような成果

品を見て、その330万円が妥当かどうかといったことを考えると

きに、先ほど申し上げましたが、３か月分の約353万4,000円より

も安い金額でございますので、妥当ではないかということがあり

ます。

一方、途中の契約の破棄になりますので、契約の先方によって
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は、それまで見込んでいたいろいろな会社としての考え方、あと

はその予定、事業計画等がございますので、それに対する違約金

というものも請求されるおそれもあるかなと考えておりました

が、違約金はいらないということになっております。

ということで、その支払った分の330万円の差額の20,350千円

から差額の17,050千円についての減額ということでございます。

以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）４番、平川勇君。

４番議員 （ 平 川 勇 君 ）よく分かりました。

そうしますと、成果品として現況図、それから計画平面図的な

ものというのは、閲覧はできるのでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課に来ていただければ、御覧になっ

ていただけます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）それでは11・12ページ、企画財政課に対

して質問したいと思います。

その中に金額としては大した金額ではないのですけれども、企

業立地推進基金積立金494千円、これは町有地の売払い代という

ことですから、町有地のどこを売り払った金額なのかということ

とその下のこの防災減災対策基金積立金584千円につきましては、

先ほど議案第10号で御答弁いただいた内容、はましんの500千円

と残額の８万4,000円を足したものが、ここに積み立てられてい

るということでこれは確認できましたから、これはこれでいいと

思います。

したがって、まず町有地の土地の売り払いがどこであったのか

ということ、そして、もう一点が６目の福祉課になると思います。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付についても、減額

ということですが、この内容が先ほどの７款１項１目の商工総務
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費の減額と同じように、産業課長の答弁と同じような内容であり

ましたらば結構ですが、もしもそうでなければ、給付できなかっ

た原因的なものは何なのかということ、また、給付申請について

の手続き上の問題等はなかったのかということの二点。

そして、三点目が13・14ページになります。４款１項２目の予

防費です。

このインフルエンザの関係につきまして、予防接種の委託料1,

500千円、さらに1,200千円の負担金が減額になったということで

すが、この予防接種委託料は、森町病院以外のところなのかとい

う確認です。

それと、その下に同じく子宮頸がんワクチン等の接種実績に基
けい

づき、12,500千円を減額というようになっております。

これにつきましては、要は接種希望者が少なかったのか、当初

の予想よりも少なくて、これだけの減額になったのかということ、

これらについて、御回答願いたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

佐藤議員の一つ目の質問にお答えをさせていただきます。

補正予算の７・８ページに載せてあります、土地売払代金の49

4千円、17款２項１目でございます。

これにつきましては、二筆あります。

一筆が７月７日契約し、7月10日に入金がありました。これは

赤線でございます。

もう１件が、12月１日契約の12月４日入金、これも赤線でござ

います。

この二筆でございます。

場所につきましては、１件目が橘地内、２件目が問詰地内でご

ざいます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤福祉課長。

福祉課長 （ 小澤貴代美 君 ）福祉課長です。
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佐藤議員の二つ目の御質問にお答えいたします。

３款１項６目、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

事業の扶助費の減額でございます。

こちらの減額理由でございますが、まずこちらの給付金につき

ましては、５月に補正３号でお認めいただいたもので、事業を実

施してまいりました。

給付金は、非課税世帯３万円を給付するものです。

こちらのスケジュールとしましては、非課税世帯への申し出の

確認書の返信の締め切りを、９月30日として進めてきたところで

ございます。

振込につきましては、10月末までに1,297件、率で言いまして9

2パーセントほど振込が完了しておりました。

そこから９月末の締め切りまで申し出はなく、事業を完了した

ものです。

当初1,500件という形で見込み補正のときに経費をお願いした

ものでございますが、当初は確定した数字がなかったので、実際

送付したものよりも数を多く見込んで予算をお願いしたところで

す。

結果としまして、203件分の不用額が生じましたので、こちら

の分を減額させていただきたいと存じます。

手続き等につきましては、わかりやすい記入例等も送付し、コ

ールセンターも設置した中で広報等もしつつやってまいりました

ので、手続き等に問題はなかったと思っております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈健康こども課長。

健康こども （ 朝比奈礼子 君 ）健康こども課長です。

課 長 佐藤議員の三つ目の御質問にお答えします。

13・14ページ、４款１項２目の予防接種事業費です。

まず、インフルエンザにつきましては、委託料1,500千円と負

担金の1,200千円の減額となっております。

インフルエンザの予防接種の委託料については、佐藤議員のお
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っしゃるとおり、森町病院、家庭医療クリニック以外の接種の医

療機関での接種した分となります。

それから定期予防接種ですが、定期予防接種につきましても、

委託料で4,500千円と負担金で12,500千円の減額となっておりま

す。

これにつきましては、定期の予防接種ということで、その中に

子宮頸がんワクチンの接種も入っておりますので、主には子宮頸
けい けい

がんワクチンの接種者が少なかったということになりますが、当

初の委託料につきましては、回数でいきますと301回の予定をし

ておりましたが、１月末までの実績で69回。

負担金につきましては、452回の接種の見込みでしたが、97回と

いう形になっておりまして、その回数が減った分だけ予算残が見

込まれるということになります。

子宮頸がんワクチンだけではなく、定期の予防接種というのは
けい

お子さんが生まれまして、２か月から予防接種が始まりますけど

も、一人のお子さんが生まれると、大体６種類の予防接種を受け

ます。

そうしますと、一人16万6,000円ほどかかるんですけども、出

生数が減ってしまうと、その分やはり負担金、委託料とも予算の

残が見込まれるという形になりますので、今回それらも入ってお

ります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）ただいま、答弁ありがとうございました。

企業立地につきましては、場所も確認取れました。

さらに６目の福祉課の、この物価高騰対策関係につきましても、

1,500件の見込みのうち1,297件が処理できたということで、ここ

ら辺もすごくたくさん仕事をやっていただいたなと、このように

思います。

さらに、ただいま健康こども課長の御答弁も、非常に熱心にや

られていたというような感じを受けました。
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答弁は以上で結構でございます。ありがとうございました。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）先ほどの15・16ページの遠州の小京都推

進費で、歴史的文化的建築物の17,050千円の減についてお伺いし

ます。

300万という残です。

プロデュースにかかった人件費や平面図、企画料ということで

支払ったということですが、当初のこの予算には賛成多数で可決

をしたということで、元々少し無理があったと私は思っておりま

すが、この中止に至った経過と、この事業が中止になったことに

よる反省点、その辺は担当課ではどのように思っているのかお聞

きします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。

西田議員の御質問にお答えします。

予算書15・16ページの下段、７款商工費１項商工費３目、観光

費でございます。

この事業の中止の経過につきましては、９月議会の全員協議会

で御説明させていただきました。

藤江勝太郎家に関しましては、その取得及び利活用をさせてい

ただきたいということで、その際にも令和３年から藤江勝太郎家

が取り壊すということで、そこから始まったことでもございます。

それの経過につきましては、産業課としますと、その時々でし

っかりと庁内の手続きを踏んで、予算も計上をさせていただいて、

議員さんの中には反対の人もいらっしゃったと考えております

が、森町議会としては議決をいただいて、事業を進めております。

手続き的にも不動産の鑑定から取得からということで、それぞれ

予算措置をさせていただいて、予算につきましても、お認めをい

ただきて進めていたところでございます。
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経過とすると、その令和４年度から令和５年度にかけて、教育

委員会、森町文化財保護審議会等の判断、最終的には町の判断に

なりますが、文化財的価値を有するということで判断がされたと

ころでございますので、それを受けて事業を中止させていただい

たというところでございます。

何を反省するかということですが、産業課としては、手続きを

踏んで、庁内の手続きも踏んで、それぞれやっていてたことでご

ざいます。

先ほど申し上げましたけども、詳細については、９月議会の全

員協議会で申し上げたとおりでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）今、教育委員会ということでお話ありま

したけども、そことのすり合わせとが足りなかったのではないか

なと思いますが、その辺いかがですか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。

西田議員の再質問にお答えします。

この事業については、庁内会議を設けてその段階ごとにその計

画とリノベーション計画についてもそうですが、庁内会議を経て

各課からも、リノベーション計画については、御意見をいただい

た中で、進めていたところでありまして、私どもとすると、しっ

かりとそういう手続きを踏んだ上で、進めてきたところでありま

して、その教育委員会との協議等についても、いわば組織として

協議を進めてきておりました。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）教育委員会はどうですか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）三澤社会教育課長。

社会教育 （ 三澤由紀子 君 ）社会教育課長です。

課 長 この件につきましては、今年度に入ってから産業課とやりとり

する中で、勝太郎家を購入する段階でしっかりとの文化財として
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捉えていなかったという認識がありますので、その辺については

反省しているところなのですけども、リノベーション計画を作る

中で、各課の意見を求められていたことは承知しておりますので、

その辺について教育委員会としてしっかり意見を言えなかったこ

とは、反省すべき点ではないかと思っております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

２番、清水健一君。

２番議員 （ 清 水 健 一 君 ）今の件になります。

反省もされているということで、今の答弁でわかりましたけど

も、また同じようなケースがあってはいけないので、例えば今す

ぐその再発防止がどうのこうというよりも、再発防止を歯止めし

ていくための予防策、それを検討していくのかどうかお聞きしま

す。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。

清水議員の御質問にお答えします。

産業課としては、それこそリノベーションについては、担当主

幹レベルの会議、課長レベルの会議ということで、少なくとも重

要な局面、年４～５回においては、しっかりと協議をさせていた

だいております。

今後、そのリノベーション計画等を進めるにあたって、例えば

来年度の当初予算の大体が決まった際にも、町長、副町長含めて

会議を持たしていただいております。

今後、その会議だけではなくて、当然会議においては、事務局

から作業依頼をして、こういう資料を出して、その資料を出した

うえでしっかりと皆さんで協議して進めていくという進め方をこ

れまでもしてきましたし、当然のことですが、今後もそういった

進め方をしていくということになります。

その段階において、今後それこそ事業化に入って、具体的な事

業を進めていくということになりますので、当然いろいろと今ま
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でピン留めしていた部分、今後もう少しさらにピン留めをしてい

かなきゃいけない部分等々、協議が出てきます。

現在、やっていることとしては、その会議以外にも関係課、主

に関係するところでは、主幹レベル、課長も入って、数回会議を

持ったうえで全体の会議に入っていくとか、こういったことはど

の事業においてもやっていることなので、今回のことがこれまで

あったかというと、今回のことについては、非常に私としまして

は、非常にレアケースであって、当然御指摘のように、今後あっ

てはならないことだとは思っております。

他の事業をそれぞれ全体取り組む事業、今御案内のように担当

課だけで済む事業というのは、行政ニーズも多様化して、各課関

係ある幅広い視点で取り組まなきゃいけないような課題が多くご

ざいます。

そういったことに関しては、例えば企業誘致でもいいですけど

も、そういう形式を取って、連携が怠らないように、それぞれの

課がその課題に向かってまずは町としてどうすべきか。

その後に担当課としてどうすべきかということを認識のすり合

わせを行ったうえで進めるような形態をとっておりますので、今、

清水議員から御指摘があったように、そういった今回のことみた

いなことがないようにはこれまでも進めてきたのですが、より注

意して進めていきたいなと思っております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）２番、清水健一君。

２番議員 （ 清 水 健 一 君 ）大変苦しい答弁だったのかもしれません

が、レアなケースだったということで、逆にこれは一つの勉強と

いうことで活かしてほしいなと思います。

ですから事業を起こすにしても、関係するところの連携をとっ

ていく。

今までの連携をとっていただいたのでしょうが、密に連携をと

っていただきたいと思います。

それで、この件について、町長にお伺いします。
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最終的に判断をされるのは、町長、副町長ということもあった

と思います。少しこの件に関してコメントがあれば、お願いしま

す。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）今回のこの事業中止に至った経緯につい

ては、先ほど産業課長から答弁いたしましたように、昨年９月の

全員協議会で報告をさせていただいてるとおりです。

さらに反省点ということで答弁を求められておりますので、申

し上げますと、先ほどの清水議員の御質問、反省点はこれからど

う活かすかということについては、今回の遠州の小京都の事業に

関わらず、全ての事業において言えることでありますけれども、

まずは庁内役場の中、意識共有・情報共有して、課題を認識・共

有をして、それぞれの担当する部分について、どういった課題が

あるのか、それを洗い出しながら、共有しながら解決していくと

いうことは、産業課長からも、社会教育課長からもお答えをした

ところであります。

さらに言えば、今回のこのプロデュース業務委託について、中

止に至った大きな一つの要因としては、文化財保護審議会からの

文化財に値するという答申があったという点が大きいと思ってお

ります。

ここで反省すべき点は、事業を進める段階において、文化財保

護審議会の意見をどこまで聞いていたかということについてであ

ります。

全協のときにもお話をしましたが、当初、藤江勝太郎家を購入

するにあたって、私も、また文化財の担当課であります社会教育

課においても、文化財ではないだろうという認識のもとでこの家

屋を購入し、またそれをどう活用するか、利活用するかというこ

とについて、検討を始めたというスタート時点がございます。

ですので、振り返って反省すべき点ということになれば、その

段階で文化財ではないという判断に対して、外部の意見を求める
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べきであったのではないかという点は反省として考えておりま

す。

ですので、それぞれの課がそれぞれの守備範囲において、課題

を抽出して、洗い出して検討しているわけですが、それでもこぼ

れ落ちてしまう、漏れてしまうところを、我々が、私あるいは副

町長がカバーをしていくべきであったというところを反省してい

るところであります。

事業を進めるにあたりましては、まずはなんといっても、予算

を伴うものについては、議会に提案をさせていただいて、審議を

していただき、お認めをいただいてからのスタートということに

なりますので、議会に提案する際にも十分に審議をしていただけ

るような材料を提供しながら、十分に審議をしていただくという

ことは、これからも努めてまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第18号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願いま

す。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）起立全員です。

したがって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。

日程第16、議案第19号「令和５年度森町国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）」を議題とします。

本議案は、委員会付託する予定はございません。
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質疑・討論・採決を一連で行います。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第19号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願いま

す。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）起立全員です。

したがって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。

日程第17、議案第20号「令和５年度森町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）」を議題とします。

本議案は、委員会付託する予定はございません。

質疑・討論・採決を一連で行います。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第20号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願いま

す。
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（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）起立全員です。

したがって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。

日程第18、議案第21号「令和５年度森町公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）」を議題とします。

本議案は、委員会付託する予定はございません。

質疑・討論・採決を一連で行います。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）川岸です。

この繰越明許となった年度内に終了しない下水道整備事業の理

由として、隣接工事と工事との交通規制の調整がうまくいかなく

て期間が延びるということですが、このことについて具体的に説

明をお願いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）鈴木上下水道課長。

上下水道 （ 鈴 木 孝 佳 君 ）上下水道課長です。

課 長 川岸議員の質問にお答えをいたします。

今回の繰越しとなった原因につきましてということで、お答え

をさせていただきます。

今回の繰越しとなった原因につきましては、本年度、汚水管き

ょ築造工事を実施している城下地内は、一方通行や道路狭小な場

所が大変多くありまして、隣接工事等の交通規制の調整や、他の

工区との施行時期の調整等により、不測の日数を要したことが原

因となります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）場所は具体的にどちらになりますか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）鈴木上下水道課長。

上下水道 （ 鈴 木 孝 佳 君 ）上下水道課長です。

課 長 川岸議員の再質問について、お答えをいたします。
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具体的な場所についてということですけども、施工場所につき

ましては、城下小林モータース様付近から城下郵便局付近の広範

囲の舗装復旧工事になります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第21号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願いま

す。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）起立全員です。

したがって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。

日程第19、議案第22号「令和５年度森町病院事業会計補正予算

（第３号）」を議題とします。

本議案は、委員会付託する予定はございません。

質疑・討論・採決を一連で行います。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）今回の補正の補助金が出たところの新型

コロナウイルス感染症患者等の救急・周産期・小児科医療体制確

保事業と、あとコロナ病床確保の空床補償ということなので、こ

れについて詳細を教えてください。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。

事務局長 川岸議員の御質問にお答えいたします。
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今回補正に計上しております国・県の補助金につきまして、金

額につきましては24,945千円を計上しております。その内容につ

いての説明ということでございますが、今回二つの補助金分を計

上しております。

いずれも新型コロナウイルス感染症対策に対する補助金であり

まして、一つ目は救急・周産期・小児医療体制確保事業というこ

とでございます。

これにつきましては、救急外来での発熱外来において、患者さ

んを緊急で処置するための個人防護具等、その発熱外来で必要な

物品につきまして、医療従事者248人分の購入費として84万3,000

円の補助でございます。

二つ目は、入院が必要な患者さんの病床を確保するため、コロ

ナ病床、確保病床と休止病床につきまして、確保料として2,410

万2,000円の補助でございます。

合計で、先ほど申し上げました24,945千円となっております。

なお、この金額につきましては、２月末までに入金されている

か、または県から確定通知をいただいている金額でございまして、

１月以降の空床補償につきましては、まだ確定しておりませんの

で、予算は計上しておりません。以上でございます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）その空床補償については、１月以降はま

だ計上されていないということで、それ以前の分は、いつからこ

れを確保して、何床分と言えるのでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長でございます。

事務局長 ただいまの川岸議員の再質問にお答えいたします。

空床補償の病床数ということでございますが、今年度４月１日

から５月７日までの５類になるまでの期間につきましては、123

床を確保しております。

これはコロナ５類前ということで、単価が４万1,000円という
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ことで、123床分の金額504万3,000円となります。

５類になった５月８日から９月30日までにつきましては、移行

期間ということで、単価を４万1,00円で据え置かれまして、その

期間の確保病床として421床を確保いたしました。

金額につきまして、1,726万1,000円でございます。

10月１日から10月31日までは、県で病床確保という指示があっ

た日数につきまして、県から補助があるものでございます。

10月１日以降につきまして２万9,000円の単価になりますが、

掛ける62床をそれぞれ確保したということで179万8,000円。

その合計ということでございます。

１月以降につきましては、10日から段階ということで段階１、

あるいは現在段階２ということで移行しておりますが、１月10日

以降１月16日まで段階１、１月17日以降段階２ということで、い

ずれも単価は２万9,000円ですが確保しているところでございま

して、それについては、まだ３月末までということですので、確

保病床については未定となります。以上でございます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第22号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願いま

す。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）起立全員です。

したがって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。

日程第20、議案第24号「辺地に係る公共的施設の総合整備計画
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の変更について」を議題とします。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）それでは、議案第24号をお願いいたしま

す。

これにつきましては、整備計画そのものは企画財政課で行われ

ていると思います。

あと現場は建設課になると思いますけれども、当初の５年間の

整備計画を、更に５年延長して令和10年度までとするということ

で、お金もまたそれに見合ったような増額で計上されてございま

す。

これにつきまして、まず、令和５年度までの実績で、整備計画

と比較してどの程度の達成だったのか。

まず、達成度の具合をお聞きしたいと思います。

そしてさらに、５年延長した令和10年度までの整備計画は、も

しかしたらもうできてるのか、できていないのかよくわかりませ

んけれども、もしくは、第10次の総合計画と関係がありましたな

らば、詳細までは求めませんが、令和10年度までの整備計画との

達成度の見込みをお聞きしたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）岡本建設課長。

建設課長 （ 岡 本 教 夫 君 ）建設課長です。

ただいまの佐藤議員の御質問にお答えいたします。

まず、令和５年度までの実績はということでございます。

当初、全体の計画延長が920メートルということでございまし

て、令和元年から今回の10年までの計画延長が、750メートルと

いうことでなってございます。

令和10年度までの計画でございますので、計画平面図というも

のが議案の中にあると思いますが、こちらを御覧になっていただ
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くと分かりやすいのかなと思います。

こちらを見ていただきますと、令和11年度以降も、令和11年度、

令和12年度にそれぞれ80メートル、90メートルという予定になっ

ておりまして、下段に計画期間移行事業ということで書いてござ

います。

ですので今後、この計画に従いましてやっていくと、予定につ

いてはそういう言い方しかできませんが、今後また物価高騰だと

か、労務単価の上昇によって、また工事費が上がっていくという

可能性がございます。

なぜ上がったかということでございますけれども、大上宮奥線

につきましては、令和元年度に測量設計を実施しておりまして、

結果によりまして、設計の内容が固まったということで、どこに

どういう構造物をどのぐらいの量でやるかということが決まった

という中で、計画を作っているということでございます。

それから、物価とか労務単価の上昇につきましても、５年前と

比べまして労務単価が約15パーセントぐらい値上がりしておりま

す。

最近資材の高騰とよく言われておりますが、生コンクリート、

鉄筋、油脂類、アスファルト等、この辺の材料がかなり高騰して

いまして、３割程度は上がっているのではないかということがご

ざいますので、なかなか今後の予定というところが非常に難しい

ところでございますが、できる限りこの計画に沿って事業を進め

ていきたいということでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）さきほどから図面も拝見させていただい

ていますが、場所的に分からない部分もあったものですから、お

聞きしました。

それともう一点、いろいろなこの整備計画の中で測量設計等も

行ってきたと。

その結果、それぞれ必要な工事が増加したと言われていますけ
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れども、例えば大上宮奥線並びに宮代東大洞院線、この二つの町

道につきましては、どんな工事が新たに必要だと判明したのか。

その工事の内容を教えていただければと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）岡本建設課長。

建設課長 （ 岡 本 教 夫 君 ）建設課長です。

佐藤議員の再質問にお答えいたします。

まず大上宮奥線でございますけれども、測量設計した結果でご

ざいますが、場所につきましては、上橘の西宮神社というところ

を御存知か分かりませんが、そちらから小國神社に向かって降り

ていく道になります。

こちらを測量設計した際に、非常に谷側が急峻で、谷側の法面

が非常に大きいということでございました。

したがいまして、設計につきましては、山側を切土する形で、

なおかつ山側も法面が結構長いものですから、土留めのブロック

積みを山側に施工したうえで切土とするというような設計になっ

たというところが、大きく変わった点ではないかなと思います。

次に、宮代東大洞院線でございますが、こちらにつきましては、

延長300メートルということで、河川の付け替えを伴うものでご

ざいます。

旧道を廃止して、河川を付け替えて、新しく道路を築造すると

いうものでございますが、途中に農業用の頭首工が河川の中にあ

りまして、その辺のぜきといいますか、取水する施設等が当然欲

しくなるということと、この地区の土質的に地滑り地区でありま

すので、その辺に対応する工法等が変更の主な内容というところ

でございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ）上橘、小國神社方面に向かう下りの未舗

装の道路は、私もよく存じ上げております。

確かにここら辺の工事となると、大変だなというのは感じ的に

分かりました。
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それともう一つが、河川の付け替えに伴うもので、旧道も廃止

する。

なおかつ農業用の頭首工も支障をある程度及ぼしている。

さらには地滑り地区でもあるということで、やはり困難な状況

が分かりましたので、そういったところでやっぱり必要な工事と

いうことで、増加の原因となっている理由的なものは、よく分か

りました。これで結構でございます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

ここでしばらく休憩します。

（ 午後 ２時０６分 ～ 午後 ２時１５分 休憩 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。

日程第21、議案第26号「公の施設の指定管理者の指定について

（森町吉川キャンプ場）」及び日程第22、議案第27号「公の施設

の指定管理者の指定について（森町天方宿泊施設）」議案２件を

一括議題とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）４番、平川勇君。

４番議員 （ 平 川 勇 君 ）平川です。

吉川キャンプ場、それから天方宿泊施設の２件ですが、株式会

社アマガタさんに委託していますよということですが、株式会社

アマガタさんの会社の概要を教えていただきたいということ。

それと、万が一事故等が発生した場合、町としては責任等は負

わない、あくまでも株式会社アマガタさんということになるんで

しょうか。教えてください。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。
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平川議員の御質問にお答えいたします。

まず最初に、株式会社アマガタの概要ということでございます。

株式会社アマガタについては、会社としては、平成12年４月に

有限会社アマガタ設立、平成19年４月において、株式会社に移行

をしているということでございます。

資本金が410万円ということで、一株５万円の82株の会社でご

ざいます。

御案内のように、株式会社アマガタについては、地元住民が株

主、そしてメンバーとなって運営されているところでございます。

株式会社ということで、株をお持ちの人は天方地区の町内会、

株式会社アクティ森、農事組合法人あじさいグループと、それと

自社株ということでございます。

役員の構成については、取締役が４人、監査役が二人、理事が

７人、運営委員が12人ということです。

やっている営業種目としては、アクティ森の中で「山里の市」

というものがございますけども、その農産物販売、現在も指定管

理として株式会社アマガタさんにやっていただいているわけでご

ざいますが、宿泊施設のコテージアクティの運営、キャンプ場の

「カワセミの里」の運営、それと森町自家用有償旅客運送バス運

行については、これは企画財政課から運行の委託をしているとい

うようなことが、営業をされている株式会社アマガタさんの内容

でございます。

指定管理ということでございますので、指定管理の考え方とし

ますと、基本的には町の施設を管理していただきながら、そこの

箱の中で営業をしていただくということになります。

二点目の事故等についての責任についてでございます。

それこそ事象にはよると思います。

例えば町の建物が原因とするものであれば、当然町の建物です

から町の責任があるということです。

運営の仕方についても、協議を進めながらやっておりますので、
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そういった中で何かその事故の原因が、例えば営業側の何か支障

があったこととかということになると、そこはどこまで町が関わ

っていたかということにはなると思います。

お答えとすると、その事故の状況にもよる、内容にもよるとい

うことになりますが、いずれにしても、施設の管理をお願いして、

そこで営業をすることをお願いしておりまして、利用料について

も条例で定めておりますので、町に一切責任がないとかというこ

とはないのかなとは考えております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

７番、加藤久幸君。

７番議員 （ 加 藤 久 幸 君 ）指定管理についてのことですけども、今、

平川議員からアマガタの内容についてという質問がありました。

これは一括して公募形式で実施したところ、一社から応募があ

ったと聞いております。

選定委員会に諮って決めたということですけども、選定委員会

の構成について、お伺いします。

あと委員の任期はどのぐらいになるのかをお伺いいたします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。

選定委員会については、指定管理の選定をする委員会でござい

ます。

当然指定管理のこの一般議案については、産業課で上程してい

るわけでございますが、選定委員会については、総務課と一緒に

やっていますので、今手元に資料がございませんので、申し訳な

いですが、後ほどお答えさせていただきたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）７番、加藤久幸君。

７番議員 （ 加 藤 久 幸 君 ）選定委員会については資料がないという

ことで、この選定委員会に諮って審査を受けたと聞いていますが、

この審査内容はどのような内容でしょうか。お伺いをいたします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。
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産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。

加藤議員の再度の質問にお答えいたします。

指定管理者については、公募して、株式会社アマガタから指定

管理者指定申請書というのをいただきます。

その中に添付書類として、事業計画、定款、規約、そういった

資料、登記事項証明書、あとは団体の組織・沿革、事業概要を記

載した書類、直近３年間の貸借対照表、損益計算書及び実績報告

書又はこれらに類する書類、直近２年の法人税町民税等々の滞納

がないことを証明する書類を出していただきます。 その添付書

類に基づいて、審査をします。

その中で、主には事業計画ということになろうかなと思います。

事業計画につきましては、指定管理の指定を申請した理由でご

ざいますとか、この施設の管理運営全般に関する方針を出してい

ただいております。

あとは従業員の雇用方針であるとか、その従業員の雇用方針の

中に、やはりこの施設自体の目的が地域振興施設でございますの

で、それに沿って地元の人をできるだけ採用するとか、そういっ

たことも定められております。

あとは利用者へのサービス向上及び利用促進計画でありますと

か、料金の設定、地域との連携といったものを、資料を出してい

ただいております。

そういったものに基づいて、今もやっていただいておりますの

で、今の経営状況等を決算処理等を見て判断しております。

なお、株式会社アマガタさんにつきましては、現在も指定管理

していただいてますので、担当者においては、月１回は定期的に

打合せをして、何か問題がないか、施設のこういったところの修

繕の要望がないかとか、定期的に打ち合わせをして、その都度の

問題なり、役場として、行政としてやるべきことで、あちらにこ

ういうことをやってくださいとか、こうしたらどうですかとか、

いろいろと相談も受けますので、そういった中で、株式会社アマ
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ガタさんの内容について、話をして選定しているということでご

ざいます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）指定管理委託者の指定、説明では今まで

しっかり管理をしていただいたということですけども、管理とい

うだけなら、そんなに難しくない。

ただ、普通の防災センターとかコミュニティセンターの指定管

理とは違って、アクティ森は企業経営という視点も求められると

思うのです。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）キャンプ場と宿泊施設。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）宿泊施設もそうですね。

企業経営するという視点も求められると思うのです。

お客さんに来てもらって、お金をもらうということで、その辺

の視点を、これを指定するにあたって求めてみてはどうかと思う

んですが、いかがでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。

西田議員の御質問にお答えいたします。

指定管理ということで、管理運営の委託をするわけでございま

す。

先ほども少し申し上げましたが、この施設については、キャン

プ場と宿泊施設、そもそもこの施設の目的というものが、当然そ

の経営という部分、お客さんに来てもらってサービスを提供する

という経営という部分も、当然必要だと思います。

当初の目的としては、町で当時山村振興計画というものを立て

まして、三倉・天方地区の要望を調査をさせていただきました。

その中で地域振興策として、宿泊施設や食の体験施設等の建設

を望む地元の意向等、あとは当然それが町の活性化にもつながる

という中で、平成11年度から平成12年度にかけて、山村振興等農
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林業特別対策事業の一環、国の施策でございますが、国の補助金

をいただいて、キャンプ場、そば打ち体験施設を含む宿泊施設を

整備をしたということでございます。

その観点から言いますと、それこそ先ほど少し申し上げました

けども、地域振興を図る運営母体組織として、天方地区全世帯の

出資による有限会社アマガタという母体、それからの株式会社ア

マガタということでございます。

そういった意味では、全国にも町民が株主になって会社を立ち

上げて、こういった施設を運営しているという事例はあまりあり

ません。

そういった意味では、やはりそのこと自体が、地元のことを地

元住民が一生懸命頑張るということを表現している会社であり、

その施設かなと思っております。

そういった中で、今御質問のあったように、経営というところ

も、サービス業というところも重要でございますので、私どもと

すると、先ほど申し上げましたが、月１回話をして、例えばお客

さんからこういう要望があった、こういう苦情があった。

それに対しては、やはり施設のこういったことを更新したいと

いったお話があります。

そういった中で、いやその部分はお互いにやりましょうとかこ

うしましょうとか。

例えば具体的な例を申し上げますと、先方も町の財政のところ

も考えていただいておりますので、例えばこういった修繕はどう

かといったときに、いやそこはお客さんが来られるので、そこは

少し町も頑張っているから、もう少見た目が良い施設にした方が

いいとかということを、お互いに意見交換しながら、当然平成11

年、12年の施設でございますので、老朽化もきておりますので、

そういったことを含めて、話し合いながら進めているところでご

ざいます。

西田議員おっしゃるように、そういった面についても、当然他
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のそういったことを、本当の商売として、プロとしてやっている

人に入ってもらうというところも一つの視点とあると思います

が、先ほど申し上げましたように、この施設のそもそもの目的を

表現するということと、そのサービスを上手に提供して、地元の

人が地元に来ていただくというおもてなしの部分のサービスのも

のも提供できる組織とすると、適切な会社ではないかなと考えて

おります。

そのうえで、今御発言があったように、サービスの提供といっ

た面に関しては、当然中に入っている人についても、毎日起こる

事象に対してサービスを提供していらっしゃいますので、感じて

いるところもありますし、当然行政の施設でございますので、そ

ういったことがお互いに、より良くいくように話し合いながら進

めていくということでございます。

現時点もそうしておりますので、当然行政としても、サービス

業が何であるかというのを全て知っているわけではございません

が、お互いに話し合いながら、これはアクティ森も同様でござい

ますけれども、そういった視点も持ちながら、今後も指定管理で

その中での運営ということで、町も協力しながら、当然やってい

きたいと思っております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）特にキャンプ場に関しては、今、全国各

地でも人気のあるキャンプ場というのは、もうかなり本当にいっ

ぱいで、予約も取れないというようなキャンプ場もあるというこ

とで、そこら辺の情報も含めながら、アマガタさんにはそういう

情報を取り入れて、町も支援できるところなら支援して、キャン

プ場としての本来の役割を、また経営にもつながるような、サー

ビス業として成り立つようにやってもらいたいなと思いますが、

その辺はどうでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）西田議員の再度の御質問でございます。
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今、キャンプ場のことについて、御発言がありました。

御案内のように、コロナになってから、外での活動であるとか、

あとはソロキャンプとかそういったものが、皆さんそういうこと

を行うようになってきているという中で、キャンプ場に関しても、

主に管理している人がいらっしゃるのですが、その人と話しなが

ら、やはりあそこのキャンプ場に関しては、リピーターさんが多

いと、もう必ずここに来るよというような情報も得ております。

このあとの審議になると思いますが、当初予算の中でも、やは

りその修繕、あとはやはり来たときの心地良さということから、

屋根の塗装等の修繕についても、今回計上させていただいており

ます。

そういった中で、お互いに役割分担をしながらサービスの向上、

そして良いおもてなしができるように、今後とも努力していきた

いと思っております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第23、議案第28号「森町道路線の認定について」を議題と

します。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）宮代西10号線の件ですが、ここはこれか

らこの計画の中に整備が入ってくると思うのですが、今回、おそ

らく町道に認定したうえで工事を進めていくということだと思う

のですが、それでよろしいでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）岡本建設課長。

建設課長 （ 岡 本 教 夫 君 ）建設課長です。

ただいまの西田議員の御質問にお答えいたします。
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御発言のありましたとおり、これからこの部分の測量に入り、

工事を進めていくということで、今、西田議員がおっしゃられた

ことで間違いございません。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第24、議案第29号「令和６年度森町一般会計予算」を議題

とします。

本議案は、第一・第二両常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

所管の委員会を間違えないようにお願いをいたします。

質疑はありませんか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）川岸です。

令和６年度当初予算の説明書、12・13ページの歳入のところで

す。

10款１項１目の地方特例交付金というのが、これは国から決め

られた金額かもしれませんが、今年、大幅に増えるということで、

58,000千円がついておりますが、これが増える理由というのが分

かれば教えていただきたいです。

次が32・33ページです。

18款寄附金のふるさと応援寄附金ですけれども、令和６年度は

201,500千円増の予算がついております。

この２億増やすとは、どうやってどういう計画で、どういう特

徴で増やしていくと考えているのかという点が一つ、あと企業版

ふるさと応援寄附金については、どういう事業を考えて、ふるさ

と応援寄附金につなげていこうとされているかを伺います。 以

上でお願いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。
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課 長 ただいまの川岸議員の御質問にお答えをいたします。

初めに、資料の12・13ページの地方特例交付金の58,000千円の

増額の要因ということでございます。

これにつきましては、定額減税による個人所得割の減収という

ものを見込んでおりまして、それを補てんするために、こちらを

地方特例交付金での補てんをするという国の制度がありますもの

ですから、そちらに58,000千円分を積み上げてあるということで、

増加になっているということでございます。

それから、ふるさと納税について、寄附金そのものをどのよう

に２億増やしていくかということでございます。

そこにつきましては、若干補正予算にも出ているところでござ

いますが、インターネット広告を考えております。

広告料として500千円を計上してございますけれども、これに

ついて、ターゲットをどのようにするかとか、素材をどうするか、

あと期間、いつのＰＲが一番適切なのかとか、そういったところ

を少し検討したうえで、インターネット広告を打つといった形で、

効果的な情報発信を行うということで、こちらの増額に対応して

いきたいと考えております。

それから企業版の関係につきましては、予算の事項別明細書の

69ページになりますけれども、こちらの委託料のところに、企業

版ふるさと納税業務委託料300千円というものを載せてございま

す。

これについては、町としてはこういう事業をやっているよと。

それで企業について、こういう事業に寄附したいのですけどと

いうところのマッチングを、少し外部の力を借りながら取り組ん

でいきたいということで載せてございます。

これは出来高払いで、寄附額の２割程度が委託料としてお支払

いすることになるということでございますので、150万と見込ま

させていただいて、それに20パーセントということで、300千円

を委託料として計上しているということでございます。
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企業の地域戦略と行政の取組がヒットするところのマッチング

を支援をしていきながら、企業版ふるさと納税の獲得に努めてい

きたいと考えているところです。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）了解いたしました。

では次の事項に移りますが、102・103ページ、３款民生費２項

児童福祉費３目保育園費です。

どこの園も保育園料が上がっているのか、金額が増えているの

で、その委託料が増えているその理由を教えてください。

100・101ページの３款民生費、児童福祉費の児童福祉総務費、

扶助費の森っ子就学応援金です。

小学生になるときに３万円、中学生になるときに３万円、高校

生で５万円という事業ですけれども、これは本当に自分の経験か

らしても、本当にこれは助かるなとすごく思うのですけども、こ

れに該当する今年度の人数が出ておりましたら、お願いいたしま

す。

102・103ページの保育園費、委託料の広域入所委託料が何人分、

ちょっと金額が増えているので、以前より増えているのかなと想

像しまして、何人分になるか伺います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈健康こども課長。

健康こども （ 朝比奈礼子 君 ）健康こども課長です。

課 長 川岸議員の御質問にお答えいたします。

まず一点目ですけども、102・103ページ、３款２項３目の保育

園費の中の保育園の委託料（その他）、摩耶保育園・ときわ保育

園・プティ森町園の委託料の増の理由でございます。

これについては、令和６年度の公定価格の上昇によって、公定

価格自体が上がっておりますので、その分が増額になっておりま

す。

それから二点目の102・103ページ、上の段、森っ子就学応援金

です。
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森っ子就学応援金の人数でございますけども、予算計上をさせ

ていただいておりますのは、小学生が120人、中学生が同じく120

人、高校生が130人の人数を見込んでおります。

もう一点、保育園費の中の広域入所委託料です。

広域入所委託料につきましては、令和６年度の実際の人数につ

きましては、６人予定しておりまして、前年度については４人程

度だったと思うのですけども、人数が増えたということで、委託

料自体が上がっております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）了解いたしました。次のページにいきま

す。

森町当初予算概要の11ページに、財政調整基金残高の推移とい

うところで、令和６年度の財政調整基金からの取り崩しが450,00

0千円という予定ですけれども、これは災害復旧かと思われます

が、何のための取り崩しかを伺います。

もう一点、12ページ、臨時財政対策債ですが、地方債の金額は

そんなに変わっていないんですが、臨時財政対策債が交付税措置

されると毎年伺っているのですけども、この比率が臨時財政対策

債分が減っていて、その他の比率が増えているということが気に

なるのですけれども、これは特に問題はないのでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。

課 長 ただいまの川岸委員の御質問にお答えをいたします。

初めに財政調整基金の4.5億の取り崩しということでございま

すが、これについては、具体的にこの事業にということよりも、

むしろ予算編成の段階で、現年度の最終的な収支見込みがどうな

るのか、あるいは来年度の収支見込みも含めてそうなんですけど

も、編成の時点でなかなか正確に予測するというのが難しいとい

う状況があって、そういった中で、予算編成を行っていくという

ことでございますので、歳入予算については、できる限り過大に
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見積もることがないように厳しめに、地財計画の伸び率であると

か、これまでの実績を勘案して計上しているというところでござ

います。

仮にその歳入を過大に見積もってしまって歳入欠陥になった場

合を考えると、歳出予算の執行停止をしなければいけないといっ

た事態もあり得るということもありますので、歳入予算の計上に

おいては、比較的これまでの実績を踏まえて、厳しめに計上して

いるということから、歳入と歳出のギャップが生じてきますので、

そこを埋めるために財政調整基金というのを、編成時は取り崩し

をしているというのが現状でございます。

それから、予算概要の12ページ、臨時財政対策債の状況という

ことでございますが、臨時財政対策債が減少しているということ

でございます。

これは臨時財政対策債というもの自体が、地方交付税の代替財

源であるということでございます。

現在、地方交付税が増額傾向にありますので、その結果、その

代替財源である臨時財政対策債は、言ってみればシーソーのよう

な関係なのですけども、交付税が増えれば、臨時財政対策が減る

という状況にありますので、傾向として、臨時財政対策債は現時

点では減る傾向にあるというところが、反映されているという状

況でございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

４番、平川勇君。

４番議員 （ 平 川 勇 君 ）平川です。

三点お伺いしたいと思いますが、140・141ページ、まず旧児童

館跡地及び周辺地域整備基本計画策定業務委託料とあります。

私も一般質問で、跡地に関しては美術館等考えたらどうですか

というような一般質問をさせてもらったんですが、この基本計画

は、どのような条件で基本計画を出して、委託しているのか。

その内容をお伺いしたいということ。
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その下の産業課の森町体験の里振興費、修繕費でありますが、

これはどの部分の修繕をするのかということ。

それから、143ページの体験の里運営コンサルティング業務委

託ということですが、おそらくアクティに関しましては、何回か

コンサルティングに業務委託をしていると思うのですが、今回の

委託というのは、どのような内容で委託したのかお伺いしたいと

思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。

平川議員の御質問にお答えします。

予算書の説明書の141ページ、７款１項４目、観光費、0006の

中の旧児童館跡地及び周辺地域整備基本計画策定業務委託料に係

る御質問でございます。

どのような目的なり内容でこの委託料を考えているかというこ

とかと思います。

御案内のように、旧児童館跡地につきましては、旧静銀も含め

て、遠州の小京都リノベーション推進計画に基づいて、文化伝統

の継承及び町の観光情報発信施設の整備ということで、歴史文化

継承拠点の整備、それを含めてリノベーション計画では、検討案

件ということで整理させていただいております。

旧児童館跡地についてはそういった施設の建設と、旧静銀森町

支店跡地については、街中散策するための駐車場であるとか、公

衆トイレ整備を含めた整備の基本計画の策定ということが一つ。

それと、この策定業務の名称にありますように、周辺地域整備

という言葉が入っております。

それの趣旨としては、ここにそういった施設を作るということ

と共に、やはりにぎわいの創出ということで、その周辺の地域を

見ていただいて、商業施設等の配置を含めた基本計画を策定して

いただきたいということで、周辺地域のマーケット調査を含めた

計画策定を検討をしております。
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そういったものを内容とした基本計画の策定の業務の委託料と

いうことで考えております。

なお、委託先とすると、当然これから予算を認めいただいた後

での作業なり検討になるわけですが、委託先としては、建設コン

サルタントというよりは、やはり賑わいの創出であるとかそうい

ったことも踏まえて、商業的なそういうようなことが考えられる

コンサルタントへの委託を、現時点では検討させていただいてい

るというところでございます。

次に、141ページの下段、７款商工費１項商工費６目森町体験

の里振興費の中の修繕費ということでございます。

これについては、やはり年数も経ってきておりますので、主に

修繕したいということで考えておりますのは、工房棟の屋根の修

繕、特産品販売所の屋根の修繕、レストランの浄化槽の調整ポン

プの修繕、レストランの浄化槽の微細目スクリーンの修繕、体験

センター浄化槽放流ポンプ修繕、体験センター浄化槽の制御基盤

の修繕、無指定の修繕ということで、検討しております。

これについては、アクティ森の修繕計画というものを策定し、

計画的に長寿命化を図るための修繕等をこの中でやっていきたい

なと。

浄化槽の整備等については、点検していただいておりますので、

点検会社からそういったものがもう整備しないと、浄化槽の役割

を果たせなくなるので、計画的に修繕していきましょうというこ

とでございます。

それと、森町体験の里運営コンサルティング業務委託料につい

ては、これは令和５年度の９月補正でお認めいただいたものの、

令和６年度分の債務負担をさせていただいた分のものを、債務負

担を出していただくと、その次の年度の予算としては、当初予算

の中にその予算が入ってくるという整理になっておりますので、

そういった内容となっております。

内容といたしましては、６月議会等でも説明させていただきま
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したけれども、まずアクティ森の現状分析、現状把握、そして課

題、その課題解決のための助言でありますとか提案でございます。

中身とすると、大きく分けると、現在でもできることは、こう

いうことを経営として、あとはそれをサービス業として、そうい

ったものがもう少し経営スタッフの観点と、あとはできる努力と

すると、こうした方がいいよというような助言、提案、それとと

もに今後、アクティ森の施設として大きく変更した方がいいじゃ

ないかとかといったものも、提言、助言をいただきたいと考えて

おります。

アクティ森については、一時期アドバイザーとかそういった形

で提案をいただいたことはございますが、そういったサービス業、

商業施設等を専門にした知見のあるコンサルタントに入ってもら

って、しっかりと分析なりそういったことをお願いするというこ

とは、私の記憶でございますけれども、初めてであると認識して

おります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）４番、平川勇君。

４番議員 （ 平 川 勇 君 ）アクティ森に関しましては、よく理解し

ました。

あと跡地の問題の基本計画ですけども、やっぱりあの町並みと

蔵展等をやっていますと、非常に核になるものがないということ

で、来られたお客さんと私も数十年前からやっていましたけど、

その頃から言われておりましたので、まず商業施設等を検討して

いきますよということであるのであれば、ぜひ核になるものをお

願いしたいということを、極力強く言っていただきたいというの

があります。

それと、遠州の小京都リノベーション計画の中でも、景観重点

地域にはなるだろうと想定している地域ですから、この策定の基

礎報告書等が出てきたときに、ぜひしっかりしたメンバーで決定

をお願いしたいと思います。

私が心配するのは、藤江勝太郎邸のようなことにならないよう
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にということを、ぜひお願いしたいと思います。

最後の質問ですが、我々としますと、アクティ森が非常に心配

する施設になっておるものですから、できる限り自立できる施設

に、何度も何度もそのコンサルティング料、先ほど長野課長もお

っしゃいましたけど、初めてのようなケースだというようにお伺

いしました。

これも希望というか質問ですが、間違いのないようにしていた

だいて、我々が結構感じるのは、出てきた報告書をどのようにと

るかということが最大の問題点だとありますので、できれば学識

経験者等、いろいろ外部の人間を入れていただいて、検討してい

ただきたいということです。

申し訳ありません、希望になってしまいました。終わります。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。

平川議員の希望ということでございますが、商業施設に関して

は、どの商業施設を整備するかというよりは、どういったものを

やったらいいかなというところを提案してもらうといった形にな

っております。

今、御発言があったように、拠点となる施設ということで、そ

の跡地にかかる歴史文化の継承なり、あと観光発信施設というの

は商いという意味ではございませんけれども、そういった意味で

は核になる施設になっていくのかなとは思います。

景観重点地域であるということを踏まえてということでござい

ますので、当然今御発言があったように、遠州の小京都のまちづ

くりという意味では、今おっしゃったように、その景観なり、そ

の雰囲気なり、意匠等、その建物の感じ方というのは非常に重要

であると思っておりますので、そういった点も踏まえて、整備を

進めていきたいなと考えております。

アクティ森に関して、皆さん御心配をいただいております。

そういった中で、先ほどのキャンプ場、宿泊施設もそうなんで
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すが、そもそものアクティが森が持つ目的機能というものについ

ては、当然ある意味観光施設として森町に来ていただいて、森町

の良さだったり、その伝統文化を感じていただいたりということ

で、体験施設があったということとともに、やはりアクティ森に

関しては、三倉・天方地区の中山間地域の振興と施設といった意

味合いも当然ございます。

確かにそういった中でできるだけ自立ということは大事な視点

であると思っていますし、その方が望ましいと思っております。

そういう当初の目的の一部である、地域活性化、中山間地域の

振興という意味を踏まえたうえで、それは例えば切り捨てるのか

とか、そういったこともございます。

当然今後の自立といったことだけを考えればですけども、やは

りアクティ森の施設に関しては、やはり憩いの場であったり、町

民がふらっと来て、なんとなく和んでいくというような目的も持

っております。

なかなか二兎追う者と言った話もあるかもしれませんが、これ

までのアクティ森の持ってきた機能なり、果たしてきた役割や町

民、例えば来られる人に対して、アクティ森から感じ取っていた

だいたそういったもの等も大事にしながら、御案内のように今回

のコンサルティング業務を踏まえて、どういった方向が望ましい

かといったことを出していきたいと思っておりますので、今後と

も御理解御協力いただければと思います。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

１番、増田恭子君。

１番議員 （ 増 田 恭 子 君 ）増田です。お願いいたします。

まず、説明書の70・71ページのところになります。

定住推進課さんのところで、２款２項４目、移住促進費のとこ

ろ、これは新規事業になると思いますが、0001集落×移住者マッ

チング事業委託料ということで1,056千円。

こちらのもう少し詳しい内容を教えていただきたいです。
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あとは同じページになりますが、おためし地域おこし協力隊体

験事業委託料のところ、その下の補助金・交付金のこの活動費補

助金と、あとその下の起業・事業承継補助金。

同じ活動補助金ですけど、こっちは移住コーディネーターの活

動事業の中の活動費補助金の内容を教えていただきたいと思いま

す。お願いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）森下定住推進課長。

定住推進 （ 森 下 友 幸 君 ）定住推進課長です。

課 長 増田議員の御質問にお答えします。

まず初めに、集落×移住者マッチング事業について御説明させ

ていただきます。

こちらは今年までにはなかった新規事業となっております。

今年度、福井県の美浜町にあります「ＮＰＯ法人ふるさと福井

サポートセンター」というところで委託に出したのですが、森町

空き家予防抑制対策に係る実施体制構築委託事業というのをやっ

ております。

この事業で、わが家の決断シート、空き家になる前に、「どう

する空き家あなたとお家と町と」という決断シートを作りました。

それから、空き家がいくらぐらいになるのかというようなシミ

ュレーションができるシステムを導入しました。

加えて、令和４年度に行った空き家実態調査に基づいて、ふる

さぽマップという、空き家のデータベースをタブレットで携帯で

きるようなデータベースを構築しました。

そのようにこのＮＰＯ法人ふるさと福井サポートセンターに委

託して、空き家対策、利活用を進める基盤が今年度できたわけで

すが、それをさらに発展させるために、再び、このＮＰＯ法人ふ

るさと福井サポートセンターに委託しまして、二つの事業内容を

考えております。

まず一つは、地域のルールブックの作成であります。

これがどういうものかといいますと、こういう田舎の町ですと、
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いろいろな地域にルールがあります。

地域によっても異なりますが、ゴミの出し方、環境美化活動へ

の参加など、いろいろあります。

しきたり、そういったものも移住者の期待と現実のギャップを

埋めるためにそういった地域にはこういうルールがありますとい

うようなことを、移住者にわかりやすく伝えるようなルールブッ

ク、言葉がきついですが、そういった心得のようなもの、そうい

ったものを作っていきたいと思っています。

その内容といたしましては、チェック形式で、いろいろなチェ

ックをしていただいて、その移住希望者が、その移住先で、その

地域でやっていけるのかというのが自分で確認できるような形に

していきたいなと考えております。

それが一点目の地域のルールブック作成であります。

二つ目は移住定住促進モデル地区指定業務です。

地域が主体となって、移住定住の取り組みを行っている地区を、

移住モデル地区として、指定します。

こちらで指定するわけですが、その地域でこれまでどういう移

住の実績があったかというような事例を収集を作るなどして、町

内の他の地域でも発信していきたいと考えています。

具体的には、移住者数の増加などの実績がある地域や、今後、

積極的に移住定住の取り組みを行っていく地域を選定したいと考

えています。

そして、その地域で、空き物件を重点的に掘り起こして、特に

子育て世代を対象とした移住体験、空き家マッチングツアーを開

催したいと考えております。こちらが、集落×移住者マッチング

事業委託の説明になります。

次に、地域おこし協力隊の活動費補助金と起業補助金について

説明させていただきたいと思います。

地域おこし協力隊活動につきましては、国の特別交付税で財源

措置がされることになっております。
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その財源措置の内容としましては、隊員一人当たり年間480万

円の上限。報償費、給料という形で払う部分が280万円まで、そ

れから活動費としましては200万円までとなっています。

そのため、特別交付税の範囲内で、隊員に報酬を支払うととも

に、認められている活動費を、各協力隊員のミッションに応じて、

本人たちの自立に任して、組み立てて使っていっていただくとい

う形になってまして、基本概算払いをしまして、後で、しっかり

その活動に使われているかどうかの確認をしていくというような

ことをしております。

それが一般的な活動費です。

それで、次に、起業に要する経費につきましては、隊員一人当

たり年間100万円を上限に、特別交付税で措置することができま

す。

それで今回、令和３年４月から委嘱していました佐野隊員です

が、この３月いっぱいで退任ということになります。

それで、佐野隊員ですが、その後、家で、ゲストハウスを開く

ということで、その起業に要する経費を、この1,000千円を充て

て、来年度やっていこうと考えてます。

基本的には、内容としましては、厨房や工房の改装費、備品購

入費、かまどの機械レンタル代、営業許可取得費等、こういった

ものを想定して1,000千円という形で計上しております。

次に三点目の移住コーディネーターでありますけれども、先ほ

ど地域おこし協力隊でも説明しましたように、移住コーディネー

ターにつきましても、国の特別交付税の措置がありまして、一人

当たり年間350万円を上限ということになっております。

その範囲内で支出できますが、報償費につきましては、地域お

こし協力隊と同額、来年度につきましては、一月当たり21万4,00

0円を計上してまして、それを除いた部分について、活動費補助

金ということで充てられますから、活動費補助金として、予算で

は、1,988千円を計上しております。



- 91 -

こちらも地域おこし協力隊と同様、移住コーディネーターの活

動の活動費補助金につきましては前払いを行いまして、その渡し

た金額の範囲で、自主的に事業を行っていただいて、後で適正に

使われたかどうかを確認して、確定していくという形をとってお

ります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）１番、増田恭子君。

１番議員 （ 増 田 恭 子 君 ）集落×移住者マッチング事業の委託料と

いうことで、質問させていただきましたが、こちらはもう委託先

も決まっており、内容も決まっているということで今答弁をいた

だきました。

それで、モデル地区に関してなのですけれども、町で指定をす

るということだったと思いますが、こちらは今候補としては何地

区ぐらい挙がっているのかをまず伺いたい。

あとは起業事業所経費補助金のところも、これは誰でもではな

くて地域おこし協力隊の隊員を終了した後に森町内で起業すると

いうことに関しての補助金という理解でよろしかったかどうか。

確か提案理由説明のところで、令和６年度は移住コーディネー

ターをもう一人、配置をするという話だったと思います。

こちらは活動費補助金が昨年が1,089千円だったところ、今年

度ここに計上されてる金額が1,988千円ということになっており

ますので、これは二人分ということで予算措置しているというこ

とでよろしかったかどうかを教えてください。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）森下定住推進課長。

定住推進 （ 森 下 友 幸 君 ）定住推進課長です。

課 長 増田議員の御質問にお答えします。

まず一つ目、集落×移住者マッチング事業委託事業のうち移住

定住促進モデル地区指定について、何か想定があるかということ

ですが、三倉・天方地区で移住が比較的進んでいます中村地区と

鍛治島地区の２地区を想定しております。

まだその通り指定すると決まってるわけではないですが、その
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ように想定しております。

二番目の起業補助金でありますけれども、先ほど少し説明しま

したとおり、卒業する地域おこし協力隊員のみ適用になる補助金

であります。

それから三点目の移住コーディネーターの活動費補助金、自分

ちょっと説明省いてしまったんですが、二人分の活動費というこ

とです。

こちらも、現在一人委嘱してます岩瀬進哉さんがいらっしゃい

ますけれども、二人目につきましては、地域おこし協力隊を来年

度の６月いっぱいで卒業する横山隊員を想定をして、準備を進め

ているところであります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）１番、増田恭子君。

１番議員 （ 増 田 恭 子 君 ）最後ですけども、説明書の140・141ペー

ジ７款１項４目観光費のところになります。

0006遠州の小京都リノベーション推進事業の中の工事請負費の

遠州森駅前目隠しフェンス設置工事1,243千円です。

こちらの設置をする理由、具体的な場所、工期等がわかりまし

たら教えてください。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）増田議員の御質問にお答えします。

140・141ページ、７款商工費１項商工費４目観光費の中の遠州

森駅前目隠しフェンス設置工事に係る御質問でございます。

この事業については、その下の遠州森駅前観光案内看板撤去工

事という事業がございます。

この観光案内看板については、遠州の小京都リノベーション推

進計画に基づいて、遠州森駅前全体の整備を行うという中で、修

繕等も検討したのですが、台風等による倒壊の恐れがあるという

こと、老朽化があるということで、現時点で今来られる人が例え

ば駅なり、公共交通機関なり、そういう拠点のところでどういう

観光されるか、何を見ていかれるかというと、昔だったら大きい
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看板を見て、眺めながらこうと考えたのですが、今はほとんどス

マホなり何なりを見ながら歩いて行かれるとか、当然パンフレッ

ト見られるのですが、そういう意味でその大きい案内看板の役割

が少し以前よりは効果としては少ないのかなということも含め

て、撤去をしていきたいということを考えております。

その撤去の後に、その後ろ側に住宅がありますので、駅を出て

最初に見る風景が正面になりますので、そこでその住宅の人がい

ろいろな人から見れるというのもあるでしょうし、その景観とし

ても駅を降りて住宅の壁があるよりは、それなりの意匠のある目

隠しのフェンスを玄関口としては整備したほうがいいのではない

かということで、そういったフェンスの設置を検討しているとい

うことでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）ここでしばらく休憩をします。

（ 午後３時２４分 ～ 午後３時３５分 休憩 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。

ここで産業課長から発言を求められておりますのでこれを許し

ます。

長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）先ほど加藤議員からありました選定委員

会に関する御質問でございます。

森町吉川キャンプ場・森町天方宿泊施設指定管理者選定委員会

ということで、委員がおられます。

学識経験者として県職員の中遠農林事務所の地域振興課長、町

職員として企画財政課長、森町観光協会として会長、森町商工会

として事務局長、森町森林組合の組合長ということで、合計５人

で選定委員会を開催して審議しております。

任期については、必要に応じて行いますので、しかも充て職と

いうことでございますので、その必要に応じて開催するというこ

とになっておりますので御了解いただきたいと思います。以上で

す。
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議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

10番、中根幸男君。

10番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）10番、中根幸男です。

二、三、質問をさせていただきます。

まず第一に、48・49ページ、２款１項１目の上段にあります電

子決済システム使用料2,167千円ですけども、大きな額ではあり

ませんが、電子決裁とは具体的にどのような形になるのか、これ

についてお聞きをしたいと思います。

次に、50・51ページ、２款１項２目中段から下にあります、森

町シティプロモーション戦略策定業務委託料8,000千円。

このシティプロモーション、全国の自治体で進められておりま

すが、町で考えているのがどのようなものか、少し説明をいただ

きたい思います。

それから三点目、62・63ページ、２款１項10目、情報管理費の

中の標準化・共通化システム整備委託料72,492千円、これは全額

国の補助ということではありますけども、どのような内容なのか

ということについて伺います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

中根議員の１問目の質問にお答えをさせていただきます。

２款１項１目の電子決裁システムでございますけども、金額2,

167千円です。

こちらにつきましては、現在役場庁内の決裁につきましては紙

運用となっておりまして、担当が印鑑を押し、係長が印鑑を押し、

課長補佐、課長、総務課長、副町長、町長ということで印鑑を押

して、紙の媒体のものが決裁で回ってきております。

これにつきまして今後デジタル化をしていくということで、職

員１台ずつパソコン持ってますのでパソコンに決裁書類が来て、

問題なければ、印鑑を押して決裁をすると、今度上の者にその書

類がデジタルで飛び、決裁をしていただくということで、紙媒体
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ではなくて電子媒体、デジタルで処理をしていくといったものに

なっていきます。

こちらを導入をしていきたいというものでございます。

今までは目に見える印鑑を手で持って、紙の上に押して決裁を

回してたのですけども、この電子決裁システムについてはコンピ

ュータ上で自分の印鑑を押して決裁を回していくというような形

になります。

この電子決裁システムは、今年度総務課と企画財政課において

１か月間お試しを実施をさせていただきまして、令和６年度導入

ということでございます。

令和６年度ですけども、決裁の範囲につきましては、電子系媒

体で決裁するのは課長までということで考えております。

具体的な内容につきましては、予算を可決していただければ、

内容について今後詰めていきたいと考えております。

中根議員の三点目の２款１項10目の標準化・共通化システム整

備委託料の72,492千円でございますけども、これにつきましては、

国の地方自治体の情報システム標準化に向けた取組によりまし

て、令和２年度に閣議決定をされたデジタルガバメント実行計画

によりまして、令和７年度までに地方自治体は、国が示す20業務

において、標準化を行うこととされております。

現在、この標準化につきまして、仕様について国で決めて、そ

の標準化の仕様に合わせて各自治体がシステムを構築するという

ものになっております。

20事業のうち戸籍と戸籍の附票については、標準化の仕様書が

まだできてませんので、20事業のうち現在18事業の標準化の仕様

書ができているという状況でございます。

ただし、本町は町でありますので、生活保護や児童扶養手当に

つきましては町ではなくて、県で実施をしておりますので、本町

としましては、この２事業と先ほど言った戸籍と戸籍の附票の標

準化の仕様ができていない２事業を除く16事業につきまして、令
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和６年度に標準化システムを構築したいということで予算を上げ

ております。

ですので内容的には全国同じ仕様でこのシステムを運用すると

いった形でございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。

課 長 ただいまの中根幸男議員の二番目の御質問にお答えをいたしま

す。

予算書の50・51ページの中段の0002プロモーション推進費の委

託料ということでございます。

御承知のとおり、シティプロモーションというのは一つの手段

ということで、それが地域外にもし向けられた場合には、移住者

であるとか観光客の増加であるとか、ふるさと納税の増加、ある

いは町の認知度の向上と、そういった効果が発現される。

一方、地域内に向けてのシティプロモーションというのは、協

働のまちづくりの促進であるとか、自分の住んでる地域だとか街

を好きになってもらうといったそのシビックプライドの醸成につ

ながっていくという効果があると考えられているところでありま

す。

本町においては、町民が自分の住む地域に愛着を持っていただ

くということが結果的に外に対して最大のシティプロモーション

になるのではないかということで、町民のさらなるシビックプラ

イドの醸成と、併せて県内外の多くの人に町の魅力を知っていた

だいて興味を持っていただいて、行きたい町・住みたい町として

森町が選ばれるように町内全体でまず共通意識を持つ。

そして効果的な情報発信によるシティプロモーション活動を進

めていくといった推進計画を策定していくための経費ということ

で計上させていただいたところであります。

この委託料8,000千円の内容ということでございますけども、

これにつきましてはシティプロモーションを取り組んでいくため
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の基本計画と実施計画の作成、それから印刷。

そして前提として意向調査等も考えておりまして、町民アンケ

ート調査であるとか、庁内各課でもシティプロモーション活動を

取り組んでおりますので、そういった各課のヒアリングの実施に

対する支援、あるいは町民のワークショップを開催をして、町民

はどう考えているかと、そういったところの会合を開く際の支援

であるとかシティプロモーション会議を開催する、あるいは職員

研修と職員のシティプロモーションに対する意識の向上とそうい

った意味で職員研修などもこの委託料の中に含まれている。

さらには、シティプロモーションの戦略基本計画の策定後は、

そういったものを作りましたという広報等も必要であろうという

ことで、そういったところのをトータル的な支援をこの委託料の

中で取り組んでいきたいと、そういった内容になっているところ

でございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）10番、中根幸男君。

10番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）49ページの電子決裁システムの関係で確

認させていただきたいと思いますが、完全なペーパーレス化とい

うことではなくて、総務課長の段階で印刷をかけて、副町長、町

長に回していく。

最終的には紙媒体で収入調定あるいは支出票を綴じ込んでいく

という形になるのか。

それから、63ページの標準化・共通システムの整備委託料、こ

れは全国共通だということですけども、どのような狙いというか

効果なのかということをちょっとまだ分かりにくいので、その辺

ちょっと教えていただきたいと思います。

それからもう一点、予算（案）概要、町長のマニフェストで区

分にした29ページ、保育料無償化拡充事業ということで、21,203

千円計上されております。

具体的には、説明書の103ページの保育園委託料、あるいは105

ページの地域型保育給付費、これは小規模保育所の関係ですが、
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こうしたものに盛り込まれていますから、具体的に予算としてこ

れがずばり計上しているわけではございません。

お聞きしたいのは、概要の備考欄にあります「町独自の子育て

支援施策として保育料を第２子半額、第３子以降無料から第２子

以降無料とする」ということになってます。

この第１子・第２子の捉え方、これをどのように解釈している

のか。

我々が考えてる単純なる第１子・第２子ではないというように

思うのですけども、その辺はどうでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

中根幸男議員の再質問の一点目についてお答えをさせていただ

きます。

電子決裁システムでございますけども、先ほど課長までという

ことで答弁をさせていただきました。

副町長、町長につきましては、今後の状況を見ながらというこ

とになるかと思いますけども、具体的に課長まで来た後にどのよ

うに運用をして副町長、町長に持っていくかということについて

は、中根議員おっしゃるとおり、紙に出していくというようなこ

とにはなるかと思いますけども、詳細については今後検討してい

きたいと考えております。

それから二点目の標準化・共通化システムの目的といいますか

メリットといいますか、そういった部分でございますけども、課

題として、それぞれ自治体ごとにシステムを構築をしておりまし

たので、維持管理費、制度改正時の回収漏れ等々それぞれ地方自

治体で対応しているということでそれぞれの自治体に負担が大き

いという問題がございました。

それから情報システム課員の調整が負担となってクラウドによ

る共同利用が難しいと進まないという状況もございました。

あと住民サービスを向上させる最適な取組として国が統一をし
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てクラウドに載せることが最も有効であるという結論に達しまし

て、こういった考え方が出てきてそれを進めているというような

状況でございますけれども、それは理想の話で、そういう形で進

んでいました。

現在位置としますと、そうは言っても、市町村ごとの独自のシ

ステム改修をしたシステムが必要だというような考え方もまた出

てきておりまして、標準化のものをガバメントクラウドというこ

とで、国が推奨するクラウドに載せて共通利用していくという方

向性ではあります。

それぞれの自治体でサーバーで管理をすることをやめていくと

いう方向性ではあったのですけども、なかなか理想どおりにはい

かないといいますか、コストが非常にかかるという問題が出てき

ておりまして、現在少しトーンダウンをしているという状況では

ありますけども、令和７年度の20事業のガバメントクラウドに標

準化システムを載せていくという方向で進んでおりまして10割の

補助をいただけるものですから、本町につきましても、その方向

では進んでいるといったことでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈健康こども課長。

健康こども （ 朝比奈礼子 君 ）健康こども課長です。

課 長 中根幸男議員の二点目の御質問にお答えいたします。

予算当初予算（案）概要の29ページの上から４行目の保育料無

償化拡充事業の備考欄でございます。

第２子の考え方ということだと思いますが、現在国が言ってい

る第１子・第２子のカウントの仕方というのが、保育所等を利用

する最年長の子供を第１子とカウントする、第２子が半額で第３

子以降は無料という形で今現状はそうなっております。

町独自の施策としまして来年度考えているところにつきまして

は、保育所等を利用する最年長の子供を第１子と考えて第２子以

降を無料とするという形になりますので、人によっては、就学前

のお子さんが、例えば卒園のタイミングでもう小学生になってそ
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の子が第１子であると、第２子の無料化には該当しなくなるとい

う形になりますけども、これについては、全員ではございません

ので、年収360万未満の人については、多子世帯の上限の年齢制

限はございませんので、第２子になると考えることも人によって

はございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）10番、中根幸男君。

10番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）もう一点。

68・69ページ２款２項１目、企画総務費の上段に遠州の小京都

まちづくりロゴマーク制定支援業務委託料。

今までもずいぶんいろいろロゴマークを作ってまいりましたけ

ども、それらを統一した取組というような副町長の説明もござい

ました。

この辺は、どのように考えて、これからどのように公募してい

くのか、その点だけお伺いをしたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。

課 長 中根幸男議員の御質問にお答えします。

予算書の68・69ページの上段の0005遠州の小京都リノベーショ

ン推進事業の委託料というところでございます。

これにつきましては、委託でもって、このロゴマークを作成し

ていきたいと考えておりまして、そのための経費を計上している

というところでございます。

令和６年度の当初予算等でもこの遠州の小京都リノベーション

の推進事業というのが予算計上されておりますけれども、いよい

よ具体的にこのまちづくりに取り組んでいくということで、やは

り全課を挙げて、場合によっては民間も巻き込んで取り組んでい

くと。

そのための統一感を持たせるということで、統一した取組意識

の醸成も図るといった狙いもございます。

そしてまた、ロゴマークを作るということによって、森町を発
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信する際の一つの道標といいますか、そういったことも可能にな

るのではないかと。

また、ロゴマークを作成をするにあたって、町民にも参加をい

ただくということでそれはとりもなおさず、シビックプライドの

醸成を図ることになるという趣旨で、今回計上させていただいた

というところのものでございます。

この内容でございますけれども、基本的にはいわゆる専門家、

デザイナーに委託をして、デザインの案を作成をさせていただき

たいと思っております。

複数案作っていただいた後に、庁内役場の中でも少し検討させ

ていただいて、そのうえで、町民参加のための一つの手段といい

ますか、町民にも投票していただいて、そして決定をしていきた

いと考えているところでございます。

投票のための周知についてもこちらの委託経費の中に盛り込ん

でおりますし、またマークが決定した際は、そのマークの周知啓

発についてのポスター等の作成経費まで含んだ予算委託料の経費

となっているところでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

３番、佐藤明孝君。

３番議員 （ 佐 藤 明 孝 君 ） 169ページの18節の右側、0004英語教

育推進事業というところで、3,600万余の予算が計上されており

ます。

この内容については、どういった取組の計画なされているのか。

そして、これにつきましては、対象としているのは小中学校も

しくは町民等も対象とされているのかという、この点。

そして、二点目が175ページの17節の右側、0002のところに小

学校ＩＣＴ推進事業が記載されております。

ここにも当然予算が計上されておりますが、179ページ、同じ

く17節の右側、0002中学校ＩＣＴ推進事業ということで同じく予

算計上されておりますが、この小学校・中学校のＩＣＴの推進事
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業につきましては、いわゆるＧＩＧＡスクール構想の更新的なも

のも見据えてのものなのか。

内容的には、どういった形で推進事業が行われるのかその点を

ちょっと御説明をお願いしたいと思います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）塩澤学校教育課長。

学校教育 （ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。

課 長 ただいまの佐藤議員の御質問にお答えいたします。

まず一つ目でございます。

169ページ、10款１項の事業でございます。

0004英語教育推進事業について、どのような取組をされている

かというような御質問でございます。

こちらにつきましては、各幼稚園、小中学校を対象といたしま

して、単に学校の教科による英語はもちろんですけれども、生の

英会話に親しむ機会を作るということで、国で実施している事業

がございますけれども、そのＪＥＴから４人のＡＬＴ外国語指導

助手を設置をいたしまして、各小中学校幼稚園に配置をしており

ます。

実際に教科だけではなくて、学校に配置することによりまして、

学校での行事でありますとか、休み時間であるとか、常に外国語

と接する機会を得る中で、外国語に対するハードルといいますか、

授業としてだけではなくて、日頃からの接触について外国文化に

親しむというようなことを目的として行っている事業でございま

す。

また４人のＡＬＴ以外にも外国語指導助手として会計年度任用

と委託合計６人を配置しております。

この取組というのは、全小中学校以外の町民を対象としたもの

ではございません。

二つ目の御質問でございます。

175ページ、10款２項の中段ほどにあります0002小学校ＩＣＴ

推進事業についてでございます。
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こちらにつきましては先ほど佐藤議員にも御案内のとおりです

が、ＧＩＧＡスクール構想によりまして、児童生徒一人ずつＩＣ

Ｔのタブレットを活用して、今までペーパーと口頭で授業を行っ

ていたものを、ＩＣＴの機器を利用しての取組を展開しておりま

す。

こちらにつきましては、機器自体は、全児童生徒に配置はして

ありますけれども、それを使って情報教育を進めるために、この

ＩＣＴ推進の中で、まずは基本といいますか使い方の準備、あと

それを発展的に利活用して、それを有効に活用する手法というの

を生徒だけではなくて、教師も一緒に併せて行うことによって、

今まで発言を、例えば教室の中でたくさんの人数をいっぺんに授

業をしているわけですけれども、個々の意見であるとか、同時に、

授業に参加することによってそれぞれの個々に応じた対応ができ

るというようなことをも併せてＩＣＴ推進の中に盛り込んでおり

ます。

ＩＣＴ推進事業の中には、先ほども申し上げましたようにその

機器の配置だけではなく、情報アドバイザー委託料ということで、

ＩＣＴ支援員の派遣も含んでおります。

各学校に、機器の使い方やトラブル時の対応だけではなくて、

先ほど申し上げましたように、授業の有効的な活用についてのア

ドバイスをしたり、準備をしたりするような委託料であります。

来年度に新たに予算化させていただいておりますが、教育用コ

ンピューター使用料ということで、13,505千円の計上をさせてい

ただいておりますが、こちらにつきましては、ＧＩＧＡスクール

で整備したタブレットを利用しまして、学びパートナー支援シス

テムということで、ペーパーレスシステムが目的ではございます

けれども、例えば日々の体調管理でありますとか、朝学校へ行っ

て今日の体調を入力するとか、あと水泳をやる前、マラソンをや

る前とかですか、あと読書カードでありますとか、アンケート等

いろいろな児童生徒の状況を把握する機会がございますので、そ
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れらの集計をするためのシステム、または児童生徒が作品等を日

々ございますので、それを格納するためのシステムを入れるもの、

またメンタルログとして心の健康観察を行うということで先ほど

毎日の体調管理を申し上げましたがそれと併せて、いじめ等心の

健康観察をするために、日々の状況を観察できるようなシステム

を入れる予定といいますか、予算とさせていただいております。

したがいまして、学校生活の中でＩＣＴ機器を授業だけではな

くて、学校生活の中で広く活用していくという内容を含めてのＩ

ＣＴ推進事業という内容でございます。

３問目、179ページの中学校ＩＣＴ推進事業についても御質問

をいただきましたけれども、ただいまの小学校のＩＣＴ推進事業

と内容は同じでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）まず一点、74・75ページの0001、税務課、

賦課徴収事務の委託料（電算関連）。

これは、森林環境税と定額減税の改修ということですが、財源、

国の補助金は、入ってきているのか。

それから２問目、124・125ページ。６款１項４目の畜産振興事

業費、0001食肉センター再編事業負担金。

昨年の当初予算ですと、15,450千円だったのですが、かなり今

年度増額されています。その理由を教えてください。

それから、128・129ページ、農地事業費の0002、県営事業負担

金。これは向天方ということですが、土地改良事業になるのでし

ょうか。もしそうなりますと、地元の負担金など、詳細も分かれ

ば教えてください。

まずその三点をお願いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）鳥居税務課長。

税務課長 （ 鳥 居 孝 文 君 ）税務課長です。

西田議員の一点目の質問、74・75ページの0001賦課徴収費の中
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の委託料（電算関連）ということで、森林環境税システム改修業

務委託料、定額減税対応システム改修業務委託料でございます。

こちらにつきましては、森林環境税システム改修委託料は12月

議会で債務負担を打たせてもらっていただいたものでございま

す。

この国の補助金あるかということでございますが、森林環境税

の関係につきましては、森林環境譲与税ということでシステム改

修以外の徴収部分も含め、今度逆に国を経由して森町に入ってく

る部分がございます。

ですのでこちらにつきましては、その部分がありますので、国

の補助金、システム改修に対する補助金というものはございませ

ん。

あと、定額減税対応システム改修業務委託料につきましては、

給付の関係も含めた中で交付限度額があるということを聞いてお

りますので、その中で賄う形になりますが、実質的にこの定額減

税対応システム改修業務委託料につきましては、国からの補助金

という形の充当はございません。以上でございます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。

課 長 ただいま西田議員の御質問の中の定額減税に関する財源の関係

ですが、これにつきましては、定額減税制度のスキームというの

は明らかになっていますが、それに対する補助額がまだ現時点で

未定ということでありますので、当初には計上していないという

ところでございます。

今後明らかになり次第、また補正等で予算計上していくという

考え方は一つあるかなと思っておりますので、御理解をお願いし

たいと思います。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。

西田議員の御質問にお答えいたします。
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説明書の124・125ページ６款１項４目畜産費の食肉センター再

編事業負担金ということでございます。

これにつきましては御案内のように、食肉センターの整備を行

うと、現在浜松と小笠、菊川市にある２か所の食肉処理施設が老

朽化していること、また輸出等を考えたときに、ハサップＨＡＣ

ＣＰシステムによる食肉処理を義務化していくことになるという

ことから、菊川市において、食肉センターの整備を県主導で行っ

ているところでございます。

昨年度に比べて増額しているということでございます。

年度計画の中で、令和５年度につきましては、実施設計、受水

槽の工事。

令和６年度については、本体建築工事、受水槽の工事というこ

とで、本格的に整備に入っていくということでございますので、

その全体事業費が大きくなるとともに、その負担割合の中で、森

町の負担金も増額していくということでございます。

もう一点、説明書128・129ページ、上段６款２項２目、農地事

業費の中の県営事業負担金の中の県営経営体育成樹園地再編整備

事業（向天方）負担金ということでございます。

これについては、向天方地区にある茶園について、一定程度の

集団的な茶園があるわけなのですが、そこについてやはり茶業が

厳しいという中で、生産者の支援という中で、インフラの整備を

行っていきたいということを町から要望して県が事業主体となっ

て、県営経営体育成樹園地再編整備事業ということで、国の補助

金50パーセント、県30パーセント、町20パーセントという負担割

合の中で、整備を行ってまいりたいと思っております。

そういった中で、来年度の内容としては農作業道、いわゆる農

道でございます。農道をちょっと拡幅して、常用の機械の導入な

り何なりがスムーズにいくということと、宝太寺のところにある

のですが、茶園から来る水の排水路がありまして、そこが一旦水

が出たときに、水が少しあふれるということもあって、それも前
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々から地元の要望もございましたので、それも併せて排水をとい

うことで、整備を予定しております。

そういった工事の負担金でございます。

農道ということでございますので、例えば田んぼの所有者、農

地の所有者の中に暗きょ排水とか、そういったものを整備するも

のではございませんので、共同で使うというところもありますし、

一部町道部分もございますので、そういった意味では現時点では

その地元の所有者の負担については、もらっても定額ということ

になりますので、一定の定額があたる人あたらない人いるんです

が、基本的にはその町が負担していくということで現在は考えて

おります。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）そうすると、森林環境譲与税は贈与され

るお金から使うということで、次の７年からはもうこれは必要な

いと。

システムが改修されれば、今後毎年贈与税がくるに対するあれ

はないということですね。

それと、135ページの下段７款１項１目の商工費0002商工総務

経費、それと0003の中小企業等コスト削減支援事業及び地域観光

活性化支援事業ですが、コスト削減と支援する中に入ってます。

中小企業の皆さん、本当にぎりぎりでコストも削減しながら目

一杯頑張ってくれていると思いますが、農業の肥料高騰に関して

は、国の補助をもらうために、水田に堆肥を入れたり、そういっ

たものをやらないと補助金もらえない、その堆肥を入れるとお金

がかかるわけです。

それで、もらった補助金よりも倍ぐらい、堆肥を入れる方がか

かってしまうということで、非常につらいなというところがあり

ます。

ですので、この辺の中小企業のコスト削減っていうのは、どの

程度コストを削減すればいいのか。
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その辺がちょっと逆に厳しくしてしまうのではないかなと思い

ますが、どうでしょうか。

それから、地域活性化支援事業というのもあるわけですけども、

この地域活性化支援事業というのはどのような事業になるのでし

ょうか。

それから、114ページの下段0003遠州の小京都推進費委託料及

び0005観光誘客推進事業委託料、森町の舞楽動画作成委託料と観

光誘客及び森町の魅力発信事業委託、これがなぜ別枠なのかなと

思うわけです。

委託先がそれぞれ別だと思うのですけど、こういったものを魅

力発信するなら、動画を作るのであれば同じ委託先で一つのもの

として委託すればいいと思うのですが、その辺はどのようになっ

ているのでしょうか。

それから143ページ、体験の里振興費。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）西田議員、３質問です。

再質問も含みます。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）体験の里はストップします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）説明書134・135ページの７款１項１目の

中小企業等コスト削減支援事業補助金、地域観光活性化支援事業

補助金について、まずお答えいたしたいと思います。

まず、中小企業等コスト削減支援事業補助金でございます。

これについては御案内のように、エネルギーや資材等、物価高

騰の影響を受ける事業者の経営継続を支援するために、省エネル

ギー機器やコスト削減に資するシステム導入等のコスト削減への

取組に係る費用の一部を支援したいと思っております。

要件として、町内に１年以上事業所を構えて、事業を継続し、

かつ今後も継続の意思があること、直近の決算における光熱水費

が対前期と比較して、10パーセント以上増加している、又は売上

原価が対前期と比較して５パーセント以上増加している町内の中
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小企業が実施します省エネルギー機器やコスト削減に資するシス

テム導入に係る経費の一部を支援していきたいと思っておりま

す。

また、現在大企業については賃上げ等がそのスケールメリット

を生かして行える環境にあるのかもしれないですが、中小企業さ

んの賃上げというのはなかなか厳しいと。

ですけれども、賃上げしないと来る人がいないとかということ

もございますので、中小企業の賃上げ環境の整備を図るために一

人当たりの人件費を上がっていく中で、その業務を改善していけ

ば、一人の人件費、例えば給料を上げることができるという意味

で、業務改善ソフトの導入やキャッシュレス機器、セルフレジ等

の導入についても支援していきたいということで、それについて

は、ＤＸの推進という観点からも、補助上限額を増額していきた

いと考えております。

補助率については、補助対象経費の３分の２で、上限が30万円。

ただし、人件費削減に資する機器の導入に取り組む場合は、上

限50万まで増額したいと考えております。

例えばどんなものが対象になるのかということで、具体例を挙

げますと、ＬＥＤの照明機器でありますとか、高効率の冷蔵、冷

凍庫でありますとか、高効率の空調設備、あとはエネルギーマネ

ジメントシステム、ＥＭＳというのがあるのですがそういうの導

入など、これがそのまま固定費削減に資する取組の例でございま

す。

人件費削減に資する取組の例とすると、例えばインボイス制度

電子帳簿保存法対応の会計ソフトの導入であるとか、受発注ソフ

トの導入、決算ソフト等の業務改善ソフトの導入経費、キャッシ

ュレス機器、セルフレジの導入費用等に対して支援をしていきた

いなと考えております。

試算とすると、30万円が25事業所ぐらいで50万が５事業所ぐら

いかなということで、10,000千円の予算ということで検討をして
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いるところでございます。

もう一点、地域観光活性化支援事業補助金これが6,000千円と

いうことでございます。

現在皆さん御承知のように、エネルギー資材等、物価高騰の影

響を受けて、新商品の開発とか、広告宣伝への投資になかなか踏

み切れないといった町内の観光関連事業者の観光誘客のための取

組を支援したいと考えております。

例えば、新たな観光商品の開発、土産品の開発であるとか、パ

ンフレットやホームページの刷新等、要は人を呼び込むためのソ

フト事業等々に対して補助金を支援していきたいと考えておりま

す。

これについてはやはり観光ということでございますので、事業

主体自体は町観光協会とし、間接補助としたいと思っております。

補助率については、補助対象経費の10分の10以内で上限30万円

と考えております。

具体的な企業の例を少し申し上げますと、例えば、新商品の開

発のコンサルティングの費用でありますとか、パッケージデザイ

ンを新たなものにしていきたいとかいった費用、あとは試作品の

製造費用等々挙げられるのかなと。

あとは、宣伝に関わる部分として、パンフレットの作成である

とか、更新の費用、ホームページの更新費用等々を対象にしてい

きたいと考えております。

予算額の規模とすると、30万円の20事業所ということで、6,00

0千円を計上させていただいているところでございます。

もう一点、予算書の138・139ページの下段、商工費の中の観光

費の部分になりますが、森町の舞楽動画制作業務委託料、次のペ

ージ140・141ページの観光誘客推進事業委託料、森町の魅力発信

事業委託料をそれぞれ計上させていただいております。

なぜばらばらかということでございますが、まず138・139ペー

ジの森町の舞楽動画制作業務委託料については、それこそこの細
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目が0003遠州の小京都推進費とございますが、遠州の小京都のま

ちづくりを進めるにあたって、舞楽の動画制作をしていきたいと

いうことでございますので、目的が違うということでございます

ので、予算の計上するところも異なるということでございます。

現在考えている委託先についても、委託先が違うというところ

もございます。

次に141ページの委託料の観光誘客推進事業委託料、森町の魅

力発信事業委託料でございます。

これについても、観光誘客推進事業につきましては、観光協会

へ委託するものでございます。

これについては、江東区民まつりへの森町ＰＲブースの出展で

あるとか、他自治体が実施するイベント等へ森町のＰＲ事業を森

町観光協会に委託して行っているということでございます。

これについては、例えば令和５年度につきましては、観光誘客

推進事業の実績として、４月16日の小國神社十二段舞楽にそうい

うブースを設けたりすることから始まり、今年度については、３

月31日、年度末の最後まで、小田原のかまぼこ桜まつりへ出店す

るなど、年間で26回の観光誘客の推進事業をやっているというと

ころでございます。

今年度は大河ドラマ関連もございましたので、少し減るかどう

かわからないですが、コロナから復活して、例えばジュビロさん

であるとか、ベルテックスさんであるとか、そういったスポーツ

関係のイベント等も増えておりますので、令和６年度においても

同等の事業になるのかなと思っております。

森町の魅力発信事業委託料についても、御案内のようにＰＲキ

ャラクターコモコモを活用した森町のＰＲ事業でございます。

これにつきましては、コモコモを活用して、第２段階として、

森町の誘客を図るため、小國神社や大洞院等の森町の観光施設と

連携し、町全体でのＡＲスタンプラリーを実施していきたいと考

えているところでございます。
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なお、舞楽についても、新しい事業でございますので、少し説

明をさせていただきたいと思います。

森町舞楽動画制作業務委託料ということで、森町の三大舞楽、

無形文化財にもなっております。

この舞楽について、森町の観光ＰＲ素材として、今年度につい

ては、森町の祭り動画を作成したわけでございますが、それに引

き続き森町の舞楽の動画を作成していきたいと考えております。

現在、森町の舞楽動画ということで、それをそういう視点でと

らまえて、しっかり整理して発信しているといったものはござい

ませんので、そういったものをしっかり作成して、ユーチューブ

の配信だけでなく、今後考えている観光情報発信基地等での放映

にも活用して、その舞楽については当日来ていただいて来られて

いただいた神社の雰囲気の中で、あの舞台の中で見ていただくと

いうことも非常に良いやっていただきたいし、体験していただき

たいことではありますけれども、そうではない時期に来られた人

についても、町にはそういった無形文化財があって、地元の人が

一生懸命舞楽を地元の中で引き継いで、それを今もなお、ずっと

神社に神様に奉納しているといったこともしっかり見ていただく

ことによって森町の魅力を発信することになると、遠州の小京都

のまちづくりというテーマに沿った事業でございますので、別々

に計上させていただいているということでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。

課 長 先ほどの西田議員の森林環境譲与税のシステムの改修の関係で

お答えを差し上げたいと思います。

このシステム改修事業自体に譲与税を充てれるのかという御質

問でございますけども、これについては譲与税の性格そのものが、

市町村が実施する森林の整備に関する施策等に関する費用に充て

なければならないとされておりますので、このシステム改修その

ものに譲与税を充てるものではないとに考えているところでござ
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います。

それから、このシステム改修自体が継続事業なのかどうかとい

うことでございますが、このシステム改修自体は令和６年度から、

年額1,000円を徴収をすることに伴うシステム改修ということで

ございますので、現時点では継続事業ではなく、令和６年度のス

ポット事業ということで理解をしているところでございます。以

上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）ここでしばらく休憩とします。

（ 午後 ４時３７分 ～ 午後 ４時５０分 休憩 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）休憩前に引き続き会議を再開します。

本日の会議時間は、森町議会会議規則第９条第１項の規定によ

って、午後５時までとなっておりますが、議事の都合によって延

長したいと思います。

お諮りします。

この採決は起立によって行います。

本日の会議時間を延長することに賛成の方は起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）起立全員です。

したがって本日の会議時間を延長することは、可決されました。

したがって会議を継続します。

11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）142・143ページ、体験の里振興費、運営

コンサルティング業務委託料ということです。

この委託する理由としては、現状把握と課題解決のための助言

及び提案となっています。

この施設も長い年数が経ちまして、少しやっぱり行政側も何と

かいけないと思っていると思いますけど、施設の運営を根本から

変えるという視点ではないようです。

一部運営内容を変えるということだと思います。

これは私は思いますが、別枠というか町からコンサルティング
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料を出すではなくて、アクティ森、事業者が、こういったものを

コンサルして、アクティをどうするかと考えた方がいいと思うの

ですが、その辺はいかがでしょうか。

それから156・157ページ、0001、８款５項１目、住宅指導支援

費ですが、建築物等耐震化促進事業費補助金。

耐風、風に対して屋根瓦が飛ぶ、そういうことを対応するため

の補助金を出すということでありますが、建築物耐震化促進事業

住居を耐震診断してやろうとすると、一番の問題は屋根瓦です。

この屋根瓦が重いままではものすごく耐震補強の費用がかかり

ます。

屋根が軽くなってれば、耐震補強というのは、家の構造とかそ

ういうものによっても違いますけど、私は屋根瓦も補助対象に入

れるべきじゃないかなと思います。

ある人が診断をして、見積りを出していただいたら、屋根瓦が

400万ぐらいかかると。それで耐震が400万ぐらいかかると、800

万じゃとてもじゃないができないよと。もう私らおばあさんと二

人だけだから、もうしょうがないねというようなことを諦め顔で

言ってました。

やっぱりその辺、耐震工事を促すには、屋根瓦の補助もこの中

に入れるべきではないかなと思うのですが、どうでしょうか。

それからもう一点、165ページの0002防災施設整備費で、天方

コミュニティ防災センターの購入というのには賛成をいたしまし

た。

ここの場所です、内装とかそういうものをやるっていう予算で

すけども、七夕豪雨のとき、ここを三倉川と吉川が合流近いとこ

ろですね。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）西田議員、それは防災課担当。

所管が違います。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）すみません。二点お願いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）長野産業課長。



- 115 -

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。

説明書を142・143ページ、上段の７款商工費１項商工費６目、

森町体験の里振興費の中の森町体験の里運営コンサルティング業

務委託料に係る御質問でございます。

今、西田委議員からこの経費については、例えば、株式会社ア

クティ森で委託料を出して、考えていくべきではないかといった

御指摘かと思います。

私共もこのアクティ森、森町体験の里をどうするか、今後の運

営の仕方をどうするか、先ほど申し上げましたように現状把握、

分析、課題解決のための助言、提案をいただくということで、そ

ういった作業、そういった検討はやはり必要な時期であり、やら

なきゃいけないということで、西田議員からのようなことも、当

然株式会社アクティ森からということも検討させていただきまし

た。

その中でやはり何をもって町が負担していくかというところに

関してでございます。

一つはやはりアクティ森の施設自体が町が持ってる公共の施設

であるということ、それを管理運営していくということで指定管

理で、株式会社アクティ森でやっていくということ。

それと、現状分析、課題整理、今後どういったことをやってい

こうかといったときに、例えば現のパターゴルフ場を違う用途に

してはどうかとか、グラウンドゴルフ場のところを違うメニュー、

違うサービスを提供していくべきかどうかとか、体験のメニュー

を変えてはどうか、施設の中身、あとは施設をもっと増やしたら

いいじゃないかとか、そういった検討も中には入ってくるでしょ

うし、それを考えるといったときに、当然そうすると借地の部分

もありますが、町の持ち物である土地なり建物をいかにしていく

か、どういうふうに変えていくかということも検討の中なりに入

ってくる可能性もあるとこういうことでございますので、やはり

町の責任として公共施設をいかに当初の目的であった中山間地域
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の振興と、あとは観光の発信、あとは森町外町内外含めて、来て

いただく施設としてどういったものがいいかといったことを、そ

のコンサルティングの延長の中、当然そのコンサルティングをし

てどういうふうにしていくかという大目的には、先ほど申し上げ

ましたようなことが含まれるということを踏まえると、町でしっ

かり委託をしていただいて当然その検討の中には、株式会社アク

ティ森、具体的には支配人、当然森町の産業課の職員等々が入っ

て、検討を進めているところでございますので、今言った趣旨で、

町で委託料を計上していただいて認めていただいた中で継続事業

ということで債務負担行為でございますので、令和６年度の当初

予算に載せていただいて、検討していきたいということでござい

ます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）森下定住推進課長。

定住推進 （ 森 下 友 幸 君 ）定住推進課長です。

課 長 西田議員の御質問にお答えします。

156・157ページ、８款５項１目事業0001住宅指導支援費のうち

建築物等耐震化促進事業費補助金の中にあるメニューで、屋根瓦

の改修も事業の対象にしたらどうかという御質問だったかと思う

のですけれども、来年度予定している風に対する屋根瓦の事業に

ついて、まず御説明させていただきたいなと思います。

令和６年度から新規事業として予定しています、屋根瓦の耐風

診断および耐風改修につきましては、近年勢力の強い台風が直接

上陸することによって、瓦屋根の飛散脱落等の強風被害が続出し

ています。

そういうことを受けて、国は瓦の緊結方法、結びつける方法で

すね、基準を令和４年１月１日から改正しまして、それに伴いま

して、住宅等の瓦屋根の強風に対する対策を強化するため、既存

住宅の耐風、風に耐える診断及び耐風、風に耐える屋根の改修費

用に対する支援制度を創出しました。

県内でも、牧之原等で突風被害が発生しておりまして、県も令
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和４年度から国支援制度を活用して、屋根の耐風診断及び耐風改

修を推進しており、県内市町に導入の周知を図っているところで

す。

近隣でも令和４年度から磐田市、袋井市、牧之原市、藤枝市、

令和５年度からは菊川市、浜松市がこの制度を導入しております。

制度の内容としましては、耐風診断と耐風改修工事にわかれて

おりまして、まず、その屋根瓦が風に耐えられる屋根なのかどう

かということを診断をします。

それで、風に耐えられない屋根だということが分かった後に、

屋根の改修工事を行うという事業になっております。

事業の内容としましては、耐風診断に要する経費の限度額と

しまして１棟当たり３万1,500円、補助額の上限を２万1,000円と

しまして補助したいと考えております。

また、耐風改修につきましては、工事費の23パーセントを上限

ということで、それで上限額を55万2,000円と設定しました。

ですので、耐風診断で２万1,000円、それから耐風改修で55万2,0

00円を補助するという、予算を計上させていただいております。

こちらの当初の見込みですと、耐風診断が３棟、耐風改修が２

棟ということで予算計上しております。

こちらは、先ほどから説明してますように、地震ではなくて台

風とか突風被害とか、そういったもので屋根瓦が飛んでしまうと

いうことを防ぐということを主眼に対策するものであります。

西田議員からお話あった、耐震改修で屋根瓦の改修を進めた方

がいいのではないかというお話だったのですけれども、現在の制

度の作りとしまして、木造住宅の耐震改修事業一体型ということ

で、耐震診断と改修工事をセットとして行った場合に、一般世帯

120万円、高齢者等世帯140万円を限度に補助するというものです。

耐震診断を行ってほとんどの住宅が1.0未満ということで、そ

の1.0以上にする改修工事を行えば補助が出るという制度になっ

ております。
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ここに資料がないので、自分の記憶でお話しますが、実際、県

の補助事業はその建物２階建てだったとしますと、１階のみ改修

して、評点が1.0確保できれば、補助の対象にするよということ

でほとんどの申請で、２階建てだったとしても、１階のみの改修

で、耐震改修を終わらせているというのが事実だと思います。

自分の記憶では、瓦屋根まで手をつけたという事業はないかな

と思います。

ほとんどが壁量が少ないところに、筋交だとか、補強壁だとか、

それとか基礎の補強だとかということをやって1.0を確保してい

るというものです。

実際屋根をいじりますと、先ほど西田さんからあったように、

思った以上に何百万というお金がかかるということで、実際皆さ

ん、気にはされているけれども、そこは手をつけてないという状

態です。

それで、実際、設計をする建築士に聞きましても、屋根瓦の効

果というのは、実際に筋交だとか、補強壁を入れる工事をすれば、

耐震性能のアップに寄与しないという話を聞いてまして、実際の

先ほど言ったように、森町で補助しているので、屋根の改修をし

てないっていうのはそういったことが理由になるのではないかな

と思っております。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君）他に質疑はありませんか。

６番、岡戸章夫君。

６番議員 （ 岡 戸 章 夫 君）６番、岡戸です。

一点だけお伺いします。

ページがちょっと分からないので、この51ページの政策企画課

の中の行政情報提供サイト使用料というのが行政で使っている公

式ラインのやってる所なのか、ちょっとそこら辺をまず教えてい

ただいて、他の部署、例えば総務課であれば、どこの事業なのか

ちょっと教えていただきたいんですけれども。

その上で、予算どうのこうのではなくて、ちょっと最近気にな



- 119 -

った３月５日に、ＬＩＮＥヤフーが情報漏えいがあったというこ

とで、総務省から行政指導があったということで、報道されてま

した。

行政として公式にラインを使っているということで森町は大丈

夫なのっていうのが、当然我々もユーザーとして思うところがあ

ります。

そういったときに、やはり行政側からこういう報道があったけ

れども森町ではそういった情報漏えいに関連してることはなかっ

たですというような情報提供をしていただけると、やっぱりそこ

は一つ大事なことかなと思ってます。

これからＤＸとか、いろいろなクラウドとかいろいろ使ってい

く中で、そういったときに良い情報もそういう悪い情報も迅速に

ユーザーに提供していくというのは、一つお互いの信頼関係を保

っていく上で必要なことではないかなと思うのですけれども。

そこら辺の対応、ちょっと予算と離れるかもしれないですけれ

ども、そこら辺の考え方について、お願いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）平田総務課長。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。

公式ラインのの使用料につきましては、50・51ページの２款１

項２目の使用料及び賃借料の中にライン連携ツール使用料という

ことで書かさせていただいてございます。

この費用が岡戸議員質問の費用ということになるかと思いま

す。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君）６番、岡戸章夫君。

６番議員 （ 岡 戸 章 夫 君）それで、漏えいが今回あったと、そういっ

た事情のときに森町では大丈夫ですよというようなアナウンスを

いただけるとユーザーとしては非常にありがたいんだけれどもと

いうことで、今後そういったことが対応していただけるのかとい

う一言コメントいただければ。

総務課長 （ 平 田 章 浩 君 ）総務課長です。
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岡戸議員の再質問にお答えをさせていただきます。

漏えいがなかったという事実正確に情報を持ってるわけではな

いですから、今私の認識ですと、なかったということで書類上見

た記憶がございますけども、ちょっと曖昧な部分がありますけど

も、これについてユーザーにどういう状況だったかということに

ついては、情報を提供するようにしていきたいと思っております。

以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第25、議案第30号令和６年度森町国民健康保険特別会計予

算を議題とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第26、議案第31号令和６年度森町後期高齢者医療特別会計

予算を議題とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）前年度に比べますと歳入がかなり保険料

が上がるわけですけれども、これは後期高齢者の保険料の引き上

げの影響かと思いますが、平均で大体どのぐらいの負担増になる

のか。分かればお願いします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）鈴木住民生活課長。

住民生活 （ 鈴 木 知 寿 君 ）住民生活課長です。

課 長 ただいまの西田議員からの御質問にお答えをいたします。
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こちらにつきましては、先日の２月の全員協議会等でも御説明

をさせていただいたというところがございますけれども、一人当

たりで概算でございますけれども、年間8,000円程度を上昇する

といったところでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）11番、西田彰君。

11番議員 （ 西 田 彰 君 ）低所得者の負担は少額だと思いますが、

その段階、収入階層、所得階層というのをちょっと簡単に教えて

ください。

住民生活 （ 鈴 木 知 寿 君 ）住民生活課長です。

課 長 ただいまの西田議員からの再質問についてお答えをいたしま

す。

所得に応じてというところで、軽減が当然入っております。

７割、それから５割、２割軽減という形になっております。

当町につきましては、大体、現在の被保険者数の中で、こちらの

７割５割２割の軽減者の対象の数が大体３分の２が軽減対象にな

っております。

令和５年度で言いますと、被保険者数が3,321人いらっしゃい

ます。

そのうち７割軽減になっていらっしゃる人が1,265人、５割軽

減が489人、２割軽減が444人という形になっております。以上で

す。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第27、議案第32号令和６年度森町介護保険特別会計予算を

議題とします。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

５番、川岸和花子君。
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５番議員 （ 川岸和花子 君 ）川岸です。

説明書15・16ページの１款２項介護認定審査会費の認定調査等

の10節、介護認定調査委託料581千円ですが、去年よりも半分ぐ

らいに減ってるのですけれども、この理由を教えてくださいとい

うのが一点です。

23・24ページ、地域支援事業費、３款３項包括的支援事業費00

02、03あたりの在宅医療、また在宅支援ということで、昨年度か

らも、在宅の医療と介護を充実させるという目的で、そういう方

向でというお話があったのですけれども、この中の生活支援体制

整備事業委託料などが増えておりますが、何か以前と方向を変え

ているとか、違う事業をしているとかあれば教えてください。

以上二点です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）小澤福祉課長。

福祉課長 （ 小澤貴代美 君 ）福祉課長です。

ただいまの川岸議員の御質問にお答えします。

まずは認定調査のところでございますが、委託料が減っている

というところで、会計年度任用で調査員を全ての年間を通してで

はないんですけども任用したいと考えております。

これについては年間を通じて認定調査がやはり増えてくる。調

査に行くのが大変忙しくなる時期が後半出てきます。そういった

時期に委託だけにお願いしていると、なかなか動きが良くなくて

お待ちいただくことも出てくるわけです。

そういったときに中の職員ですぐに対応できる、窓口にお客さ

んが来て、すぐに計画のスケジュールを確認しながら対応できる

ようになるともう少しスムーズな動きができるのではないかとい

うところと、今お願いしている人の資格の期限が迫っているとい

うところもございまして、そのところで、委託料と会計年度任用

のところで少し調整を図らせていただいたものでございます。

それから、24ページの生活支援体制の整備の委託料でございま

すが、社会福祉協議会へ委託をしながら地域課題を確認をしなが
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ら、各地域で地域から地域を活性化するような動き、そして高齢

者が社会参加できるような動きというのをボランティア活動も底

上げしながら考えているところではございますが、今の体制から

二人体制を３人体制にして業務の見直しと活性化を図りたいと思

い、このような形で力を入れているところです。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第28、議案第33号令和６年度森町大久保簡易水道事業特別

会計予算から日程第30、議案第35号令和６年度森町大河内簡易水

道事業特別会計予算まで議案３件を一括議題とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第31、議案第36号令和６年度森町水道事業会計予算を議題

とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第32、議案第37号令和６年度森町公共下水道事業会計予算

を議題とします。

本議案は、第二常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）
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議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第33、議案第38号令和６年度森町病院事業会計予算を議題

とします。

本議案は、第一常任委員会に付託する予定です。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

５番、川岸和花子君。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）川岸です。

予算書の説明書の3ページ、収益的収入及び支出の病院事業収

益の医業収益の入院収益が去年の予算では1,828,916千円だった

のが、今年度の予算では1,686,336千円と１億3,000万減っており

ます。

一人の内科医師の不足でこんな億以上の差が出るのか、実際去

年がどうだったのか。

その理由がこの内科医師の不足というところかというところ

と、22ページ、同じような話なのですけれども、やっぱり病院も

継続して安定するためには入院数というか、利益ではないのです

けれども、経営が成り立つような収入を考えていかなければいけ

ないと思うのですが、今病床率というか病床の稼働率はどうだっ

たのかということと、またこの医師不足のために入院の病床数を

減らすということでしたら、何かほかにその収入が上がる、収益

が上がる方法を考えておられるかどうかということを伺います。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長でございます。

事務局長 川岸議員の御質問にお答えいたします。

予算書３ページ、収益的収入及び支出の病院事業収益のうち医

業収益、入院収益が前年度より減額しているのは、その理由はと

いう御質問かと思います。

御指摘のとおり、令和５年度予算に比較しまして、予算上では

入院収益が１億4,200万のマイナスの見込みで予算計上しており
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ます。

これにつきましては、提案理由で申し上げましたように、内科

常勤医師が３月末で一人退職に伴って、内科常勤医師が４人から

３人になるという中で、内科の患者数を５人減で計上しておりま

す。

これは医師の働き方改革の中で、負担の軽減を図らないといけ

ないという中で、医師の診る患者数の限界もございますので、内

科の目標を下げたという中で、全体の入院患者数の目標につきま

しても、前年度124.4人から来年度は119.5人に目標を減らしてい

るといったところが約8,000万ほど減額の理由となります。

さらに整形外科医師が二人来ていただいて、今年度１年診療や

っていただいた中で実績としまして、手術数の件数は増えたので

すが、その単価が想定したよりも伸びなかったというところがあ

ります。

そういった中で、12月から整形外科は全麻のオペを始めたとこ

ろでございまして、実績から見ると来年度は単価も上がってくる

ことは想定されるのですが、実績等も考慮しまして、整形外科の

入院患者の単価をちょっと見込みとして下げたという中で、二点

目とするとそういった要因に伴いまして、入院の収益が減少で見

込んでいるということで、令和５年度につきましては入院の収益

を整形外科の医師が来るという中で、課題とまでは言いませんが、

期待も込めて、入院収益を高く見積もったという中で、予算です

ので、令和６年度につきましては、若干その辺を実績あるいは現

実なところで予算を計上させていただいたといったところでござ

います。

それから22ページの入院収益の増に稼働率が必要だというとこ

ろで、今年度の現在までの実績につきまして、１月までの現在の

稼働率が1日平均108人ということで、そこら辺も考えますと、令

和６年度予算については、10人ほど予算見込みを上げているとい

ったところでございます。
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どのように稼働を上げるかというところになってくるわけでご

ざいますけれども、現在病床数131床の届けに対して121床の稼働

で制限をして、10床は稼動していないという状況がございます。

制限を解除して、来年度は131床フル稼働させるといったとこ

ろが、入院収益の増加、稼働率を上げていくといったところにな

ってくるかと思いますが、その件に関しては、医師の増加もそう

ですが、看護師の確保をしていくことが必要になっていきます。

３月末に３人の新規の看護師が入ってきますけども、看護師確

保についてはなかなか厳しいと言った状況もございまして、そこ

が来年度をフル稼働させるには入院病棟の看護師の配置が、基準

を満たさないといけないものですから、看護師を確保していくと

いうことが、まずは来年度の大きな課題であると考えております。

さらに入院の収益を上げる方法は何か考えているかといった御

質問につきましては、令和６年度から組織の再編によりまして、

地域包括支援部と言った組織を作ります。

その中で地域医療連携室、それから在宅医療支援室、それから

よろず相談室といったような組織を位置づけまして、他の近隣の

病院とか開業医さん、それから施設等との連携をさらに強化して

いくといったことで考えております。

そういった中で、紹介患者さんを営業活動も行いながら増やし

ていくと言ったことにも重点を置いて取り組んでまいりたいと考

えておりますし、その中で入退院支援、適切な入院時期、それか

ら適切な当院からの退院時期、そういったものも適切な状況で判

断しながら行っていくといったことによって、１日当たりの入院

稼働率を上げ収益の増益につなげていくといったようなことを考

えているところでございます。以上でございます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子くん。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）ありがとうございます。

経営強化プランの中で御検討いただいていることと思います

が、若い外科医が二人来ていただいて非常に評判を良く聞いてお
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りますし、この近隣で森町病院に来られている人はすごくやっぱ

り、森町病院はいいと、総合病院でありながらすごく身近である

しすごく助かってるというお話もありましたし、また老人施設も

多い中で、連携医療機関であるという意味でも、やはりきちんと

うまく御努力いただいてるんですけども、稼働していくといいな

というのが本当に切実に思っております。

説明書の26・27ページの資本的収入および支出の明細書の支出

の医療機器、Ｘ線ＣＴ装置一式外ということで93,755千円、こち

らは外科の関係なのかちょっと内容を、その大きい金額のものを

御説明お願いいたします。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。

事務局長 川岸議員の再質問にお答えいたします。

予算書の26・27ページ、資本的収入及び支出の医療機器に関し

ての御質問かと思います。

来年度、令和６年度の予算で購入を予定している医療機器とし

まして、先ほどありましたＸ線ＣＴ装置一式、これが約6,490万

の予算を見積もっております。

これにつきましては、画像診断科に設置をいたしまして、単純

撮影、レントゲン撮影ではなかなか判断ができないといったもの

をＸ線ＣＴ装置を使って、これ全体を撮影できるものですので、

全体の撮影もしながら、専門の読影の医師に出して、診断をして

いただくといったものになりますけども、その機器の更新の予定

となっております。

同様にＭＲＩ系の装置もございまして、そこら辺は医師の判断

で使い分けをしていくといったことになります。

それから大きなものとして、ジェット洗浄機というものの購入

が1,188万円という予算を計上しております。

このジェット洗浄機につきましては、中央材料室というところ

で、手術用の医材料であったり、日常的に使う医材料、そういっ
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たものの消毒滅菌を行う機器になります。

これを外注に出すと高額な形になりますので、今現在も行って

おりますが、院内でそういった業務を行うことによって経費も削

減しているといったことで、ただその業務は、ある意味専門的な

知識とか経験や技術も必要になりますので、ダスキンさんにその

業務を委託しているという中で、あわせて委託料も必要になって

いるといったところでございます。

あとは、全部で購入予定が医療機器に関しましては、８品目ご

ざいますので、あまり細かく申し上げていくのもあれですので品

名だけ申し上げていきますと、血液の保冷庫、それからベッドサ

イドモニター、それから手術用の照明器ということで手術室の照

明の更新、それからオペ室のベッドサイドモニターも一式更新を

すると、整形の手術が増えましたので、モニターを一式更新する

といったところと、あとベッドパンウォッシャーというトイレで

汚物を洗浄する機械になりますが、そういったものを更新をする

と。

それからクーデックエイミーという在宅疼痛緩和機器、これは
とう

在宅時の疼痛緩和の点滴に使うものでございますけども、そうい
とう

った機器も購入していくといったところの８品目。

家庭医療クリニックで１品、エコーの更新といったところで、

この合計額となってまいります。以上でございます。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）５番、川岸和花子くん。

５番議員 （ 川岸和花子 君 ）最後に14・15ページ、償還金が令和６年

である程度大きいものが終わると思っているのですけれども、そ

ちらで一般会計からの繰入金が少なくなるとか、経営が少し楽に

なるとかそういうことはあるのでしょうか。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。

事務局長 川岸議員の再質問にお答えいたします。

起債の償還がある程度落ち着いてくるのじゃないかといったこ
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とで、徐々に楽になっていく見込みではないかという御質問でご

ざいますが、今年度末の未償還元金が、細かな数字は抜きにしま

して、約11億3,000万円、まだございます。

令和６年度に元利償還金合わせて３億4,600万円を返済します

が、新たに起債で購入する部分があって、来年度末の残が９億2,

800万ほど、まだ償還が残るといった見込みであります。

建物等を建て替えたときの償還については、令和８年度、令和

９年３月で償還が終わるといったところで、それ以降の起債の償

還については金額も１億円以下になってきますのでかなり病院に

とっては楽になってくるという状況はあります。

今年度、経営強化プランを策定する中で、なかなか病院の経営

とすると今後も非常に厳しい状況は続くという予測はしておりま

すので、町との協議の中では、令和６年度以降も経営強化プラン

の中では、５億円の繰り入れを継続していただくといってのこと

でプランには、見込んで策定しておりますので、今後、繰り入れ

を継続していただければ、経営はある程度安定化してくるのかな

ということでは考えているところでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

６番、岡戸章夫君。

６番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）24ページお願いします。中段の報酬のと

ころで、経営強化プラン事後検証委員会ということが書かれてお

ります。

遡ると以前は経営改革プランがあり、昨年ですか、それが経営

強化プランということで策定を進めてこられたと思います。

それがまとまりまして、実際にそれが実行に移す、それを検証

していくっていう、そういう大きな流れかなとは思うのですけれ

ども、そこら辺の時系列を追って、この経営強化プランの作成し

たスタートから、今まとまっていつぐらいのタイミングで我々に

もその公表できるかとか、そこら辺と事後検証委員会ですか、こ

れはいつぐらいのタイミングで行うのか、そこら辺のちょっと説
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明をいただけるとありがたいですけど。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）朝比奈病院事務局長。

病 院 （ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。

事務局長 岡戸議員の御質問にお答えいたします。

24ページの報酬のうち備考の経営強化プラン事後検証委員会に

つきまして、この部分につきましては現在の経営改革プランでも

そうなのですが、策定をして、毎年その実績について評価をして

おります。

院内におきましては、今ですと経営改革プラン評価委員会とい

う形で、四半期、３か月ごとにその目標改革プランのアクション

プランという、もう少し細かな数字の目標も入れたプランも策定

しておりますので、その数字が目標に対してどれだけの進捗状況

なのかといった評価を四半期ごとにしております。

この外部の評価委員の皆さんにつきましては、最終的にそれら

の実績に対して、プランに基づいてどれぐらいの進捗状況なのか、

次年度、このプランに沿った形でここまでできてるけども、まだ

ここができてないよとかというような、数字を見ながらですね、

評価をしていただくというのを３月に１年間の評価として行って

いただいております。

外部評価委員会の委員長にその委員の意見を取りまとめて、町

長に対して答申書という形で意見書を出して、病院の改善、こう

いった形で改善するのが望ましいといった御意見をいただいてい

るような形でございます。

二点目の現在策定している経営強化プランの公表はいつかとい

うことでございますけども、強化プランの公表につきましては現

在最終的な取りまとめをしているところでございまして、年度で

の策定ということで予定を元々予定をしておりましたので、３月

末までに最終的な完成という形を考えております。

現在、２月に外部評価委員会の第３回の委員会の中でいただい

た意見で、病院として見直しをしていかなければいけないといっ
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たところを修正をしながら、最終的に見直しを行いながら、また

再度御意見もいただきながら調整をしているところでございまし

て、３月末には完成といったことで考えております。

プランの策定が終わった段階で、町長と一緒の打ち合わせをす

る中では、６月の全員協議会の中で、この経営強化プランの内容

について、議員の皆様にも御説明をしてまいりたいということで

予定はしているところでございます。以上です。

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第34、請願第１号「パレスチナ自治区ガザ地区の即時停戦

と人道支援を国に求める意見書の提出」を求める請願を議題とし

ます。

本請願は、本日これを受理しました。

職員に標題と紹介議員名、請願者名を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）本請願については、お手元の「請願文書

表」のとおり、第一常任委員会に付託します。

なお、委員会審査の経過並びに結果については、３月25日の本

会議において報告を願います。

日程第35、陳情第１号「フリースクール等を利用する子ども達

に対する支援を国に求める意見書」の提出を求める陳情を議題と

します。

本陳情は、本日これを受理しました。

職員に標題と陳情者名を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）本陳情については、お手元の「陳情文書

表」のとおり、第一常任委員会に付託します。

なお、委員会審査の経過並びに結果については、３月25日の本

会議において報告を願います。
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以上で、議案に対する質疑等は全部終了しました。

お諮りします。

議案第４号から議案第９号までと、議案第11号から議案第17号

まで及び、議案第24号、議案第26号から議案第38号まで、合わせ

て27議案については、サイドブックス掲載の「議案付託表」のと

おり、所管の常任委員会に付託したいと思います。

御異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 筋 惠 治 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、サイドブックス掲載の「議案付託表」のとおり、

それぞれ所管の常任委員会に付託します。

なお、委員会審査の経過並びに結果については、３月25日の本

会議において報告を願います。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

次回の議事日程の予定を報告します。

３月21日午前９時30分、本会議を開会し、一般質問を行います。

本日は、これで散会します。

（ 午後 ５時５４分 散会 ）


